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第 1 章 計画の基本的事項         

１ 計画の策定にあたって                 

 

（１）これまでの佐倉市地域福祉計画 

佐倉市では、平成 20 年度を初年度とする第１次から第４次までの地域福

祉計画に基づき、地域福祉の推進に取り組んできました。第１次地域福祉計

画と第２次地域福祉計画の共通の将来像は、「地域で暮らすすべての人が、

人としての尊厳をもって、年齢や性別、障害の有無等に関わりなく、自分ら

しく、安心できる生活がおくれるように、地域社会全体で支え合うことを表

すもの」であり、その考え方は、第４次佐倉市地域福祉計画（以下「第４次

計画」という。）まで、引き継がれています。 

第３次佐倉市地域福祉計画（以下「第３次計画」という。）では、個別計

画と役割（機能）の分担など、地域福祉のあり方について見直しを行いまし

た。その結果、「住民自らが、地域で活動し、支え合いができる地域」の構

築のため、「一人ひとりを認め合える地域」、「互いに支え合う地域」、

「ふれあい・交流のある地域」の３つの将来像を目指しました。 

第４次計画では、第３次計画の３つの地域像を承継しながら、年齢や障害

の有無に関係なく安全に安心して暮らせる「地域共生社会の実現」に向け

て、「一人ひとりがともにはぐくむお互い様の地域づくり」を基本理念と

し、一人ひとりの違いや個性を認め合いながら、誰もが役割を持ち、活躍で

きる、安心して暮らしていくことのできるお互い様の地域づくりを目指しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1次地域福祉計画〖平成20年度（2008年
度）～平成22年度（2010年度）〗

第2次地域福祉計画〖平成23年度（2011年
度）～平成27年度（2015年度）〗

＜将来像＞

「一人ひとりが 自分らしく 安心して
暮らせる 地域社会」

第3次地域福祉計画〖平成28年度
（2016年度）～令和元年度
（2019年度）〗

＜将来像＞

「住民自らが、地域で活動し、支
え合い、助け合いができる地域

第4次地域福祉計画〖令和2年度（2020年
度）～令和5年度（2023年度）〗

＜将来像（第3次計画の地域像を継承）＞

「一人ひとりがともにはぐくむお互いさ

まの地域づくり」

・一人ひとりを認め合える地域

・互いに支え合う地域

・ふれ合い・交流のある地域
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（２）計画策定の背景と趣旨   

  近年、少子高齢化や人口減少が進行し、高齢者や子育て世代の社会的孤

立、ひきこもり、虐待、生活困窮といった問題に加え、8050 問題、ヤングケ

アラーなど様々な課題を複合的に抱える世帯が見られ、対象者別の公的支援

だけでは解決を図ることが困難となっています。また人と人とのつながりや

支え合いが希薄化し、地域の担い手の確保が課題となっています。国はこう

した問題に対し、「地域共生社会の実現」を目標に掲げ、制度の縦割りや、

「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民が役割を持ち、支え合

いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティの構築に向けて、改革を

進めています。この地域共生社会の実現に向けては、継続的な地域福祉の推

進が重要であるとされています。 

本市では、上記の通り、平成 20 年度の第１次地域福祉計画以来、令和５

年度までの４次 15 年間に渡り、計画の推進に取り組んできました。 

これまでの取り組みの成果や、社会情勢、本市を取り巻く現状を踏まえ、

本市の地域福祉にあたっての基本的な考え方と取り組みを明らかにしていく

ものとして、「第５次佐倉市地域福祉計画」を策定します。 

 

（３）地域福祉施策の法制度等の動向 

１．包括的な支援体制の整備について 

近年、地域福祉に関わる種々の法律改正が行われています。本計画に関係

するものとして、平成 29 年６月に、地域共生社会の実現に向けた取組を推

進するため、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」（平成 29 年法律第 52 号。）により、公布された改正社会福

祉法では、「包括的な支援体制の構築及び地域福祉計画の充実」が位置付け

られました。包括的な支援体制の整備については、下記３事業の実施につい

て、市町村の努力義務が規定されています。 

 

◎包括的な支援体制の努力義務 

・地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 

・住民の身近な圏域において、地域生活課題について総合的に相談に応

じ、関係機関（例：市社協、地区社協、包括支援センター、社会福祉

法人等）と連絡調整を行う体制 

・市町村圏域において、生活困窮者自立支援機関等の関係機関が協働し

て、複合化した地域生活課題を解決するための体制 
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２．重層的支援体制整備事業、市町村地域福祉計画 

令和２年６月に可決・成立した改正社会福祉法では、市町村の任意事業と

して、地域住民の複雑化・多様化した支援ニーズに対応する包括的な支援体

制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的

に実施する「重層的支援体制整備事業」の創設と、市町村地域福祉計画に

「包括的な支援体制の整備に関する事項」を盛り込むことが明記されまし

た。 

◎重層的支援体制整備事業（社会福祉法第 106 条の４第１項） 

・市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備する

ため前条第１項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。 

◎市町村地域福祉計画（社会福祉法第 107 条第１項） 

・市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体

的に定める計画（以下市町村地域福祉計画という。）を策定するよう

努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の

福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事

項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整

備に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】厚生労働省 
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３．成年後見制度の利用の促進について 

  全国的に成年後見制度が十分に活用されていない状況を踏まえ、平成 28

（2016）年５月、「成年後見制度の利用促進に関する法律（成年後見制度利

用促進法）」が施行されました。この法律に基づき、平成 29（2017）年３月

に「成年後見制度利用促進基本計画」が策定され、令和４（2022）年３月に

は、「第 2 期成年後見制度基本計画」（下図参照「出展：厚生労働省」）※

が閣議決定されました。この中で市町村は、国の基本計画を勘案して、基本

的な市町村計画を策定することが努力義務として規定されており、このため

本市では、令和２年３月に「佐倉市成年後見制度利用促進計画」（令和２年

度～令和５年度）を策定しました。 

 

成年後見制度利用促進基本計画の目標 

＜国＞ 

・利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 

・権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

・不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 

＜市＞ 

・成年後見制度の周知及び啓発の強化 

・相談機能及び成年後見人等支援の強化 

・後見人等の養成 
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２ 計画の位置づけと計画期間                  

（１）計画の位置づけ 

第５次計画は、市の最上位計画である第５次佐倉市総合計画に即して、法第

107 条に基づく地域福祉の推進に関する市町村地域福祉計画として策定してい

ます。 

 地域共生社会の実現に向けて、第５次佐倉市総合計画や高齢者福祉・介護計

画など、他の個別計画との整合及び社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会（以下

「市社協」という。）の地域福祉活動計画との連携を図り、分野における横断

的かつ一体的に地域福祉を推進していこうとするものです。 

 第５次佐倉市総合計画では、『笑顔輝き 佐倉咲く みんなで創ろう「健

康・安心・未来都市」』を将来都市像とし、地域福祉に関わるものとして、地

域包括ケアシステムの構築、地域共生社会の実現を目指すとしているととも

に、「ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち（福祉・健康・子育

て）」をまちづくりの基本方針の１つとしています。 

 また、第５次佐倉市総合計画策定に当たって実施した市民意識調査報告書で

は、高齢者支援、障害者福祉と子育て支援が重点改善分野（今後、重点的に改

善）である一方で、地域福祉は、重点維持分野（現状を維持しつつ、継続的に

改善）となっています。このことから、地域福祉については、市民の一定の満

足度が示されていますが、第５次佐倉市総合計画を踏まえながら、地域福祉計

画を実行していく必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

佐
倉
市
総
合
計
画
・
中
期
基
本
計
画 

佐倉市障害者計画 

佐倉市高齢者福祉・介護計画 

佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

佐倉市障害者計画 

佐倉市青少年育成計画 

 

    

佐
倉
市
地
域
福
祉
計
画 

そのほか、佐倉市の各種計画 

佐倉市障害福祉計画 

佐倉市成年後見制度利用促進基本計画 

佐倉市地域福祉活動計画（市社協が策定） 

佐倉市健康増進計画「健康さくら２１」 

佐倉市高齢者福祉・介護計画 

佐倉市障害者計画 

佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

佐倉市青少年育成計画 
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（２）計画の期間 

第５次計画は、上位計画である第５次佐倉市総合計画中期基本計画と整合性

を図るため、令和６年を初年度、令和９年を最終年度とする４年計画としま

す。 本計画のほか、関連の福祉分野の計画期間は以下の通り 

 

＜関連計画期間＞ 

□市 

計 画 名 R2～R5 R6 R7 R8 R9 R10～R17  

第 5 次佐倉市総合計画 
（基本構想・中期基本計画） 
（令和 6 年度～令和９年度） 

      

第 5 次佐倉市地域福祉計画 
（令和６年度～令和９年度） 

      

第 9 期佐倉市 

高齢者福祉・介護計画 

（令和６年度～令和 8年度） 

      

第７次佐倉市障害者計画 
（令和 6 年度～令和 11 年度） 
 

      

第７期佐倉市障害福祉計画 

（令和６年度～令和 8年度） 

 

      

第 2 期佐倉市 

子ども・子育て支援事業計画 

（令和 2 年度～令和 6年度） 

      

第 4 次佐倉市 

青少年育成計画 
（令和 2 年度～令和 7年度） 

      

佐倉市健康増進計画 

健康さくら 21（第 3次） 

(令和６年度～令和 17 年度) 

      

第 2 次佐倉市成年後見制度 

利用促進基本計画 

（令和６年度～令和９年度） 

      

  

□市社協 

計 画 名 R2～R5 R6 R7 R8 R9 R10～R17  

第 7 次佐倉市 
地域福祉活動計画 
（令和 6 年度～令和９年度） 

      

 

  



- 7 - 
 

 

＜関連計画概要＞ 

□市 

計 画 名 概 要 

●第 5次佐倉市総合計画 

（基本構想・中期基本計画） 

（令和 6年度～令和 9年度） 

 

佐倉市における行政運営の最上位計画であ

り、市民、事業者、行政の基本的な行動指針と

なるもの。「基本構想」、「基本計画」、「実

施計画」の 3層で構成され、「基本構想」は 12

年間、「基本計画」は「前期」、「中期」、

「後期」の 4年ごとに策定され、今次基本計画

は、「中期基本計画」期間となる。 

 

●第９期佐倉市 

高齢者福祉・介護計画 

（令和 6年度～令和 8年度） 

 

「老人福祉法」第 20 条の８に基づく「市町村老

人福祉計画」及び「介護保険法」第 117条に基

づく「市町村介護保険事業計画」。高齢者に関

する施策全般を総合的かつ計画的に推進すると

ともに、介護保険事業の円滑な実施を図ること

を目的として計画を策定。 

 

●第７次佐倉市障害者計画 

（令和６年度～令和 11 年度） 

●第７期佐倉市障害福祉計画 

（令和 6年度～令和 8年度） 

 

佐倉市障害者計画は「障害者基本法」第 11 条

第３項に基づき、障害者の自立と社会参加を促

進するための障害者施策の基本計画として策

定。 

佐倉市障害福祉計画は「障害者総合支援法」

第 88 条、「児童福祉法」第 33 条の 20や国の基

本指針に基づき、障害児・者の地域生活を支援

するために必要な成果目標を設定し、障害福祉

サービス等の必要量を見込み、その提供体制の

確保を図るための計画。なお令和 6 年度からの

計画は、「視覚障害者等の読書環境の整備に関

する法律」に基づく市の施策を一体的に推進で

きるよう、読書バリアフリー計画も含めて策

定。 

 

●第 2期佐倉市 

子ども・子育て支援事業計画 

（令和 2年度～令和 6年度） 

 

「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づく

「市町村子ども・子育て支援事業計画」で、佐

倉市が取り組むべき対策と達成すべき目標や実

施時期を明らかにする。令和２年３月に策定。

令和５年３月、子どもの貧困対策計画を盛込み

改訂。 
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●第４次佐倉市青少年育成計画 

（佐倉市子ども・若者育成支援 

 推進計画） 

（令和 2年度～令和 7年度） 

 

平成 22 年４月に施行された「子ども・若者育成

支援推進法」に規定する「市町村子ども・若者

計画」と位置づけ。社会情勢を踏まえ、国の

「子ども・若者育成支援推進大綱」や、県の

「第３次千葉県青少年総合プラン」を勘案し、

６年間の佐倉市の青少年育成について、基本理

念を示し、基本方針に基づく諸施策を推進する

ことによって、青少年が生き生きと生活できる

環境づくりを目指して計画を策定 

 

●佐倉市健康増進計画 

「健康さくら 21（第 3次）」 

（令和 6年度～令和 17 年度） 

 

「第５次佐倉市総合計画（令和 2年度～令和

13 年度）」に基づき、市民の健康づくりや健や

かな親子づくりを進めるための、具体的な考え

方や取組方法を示した計画。また、国の健康増

進計画である「健康日本 21」、母子保健の推進

計画である「健やか親子 21」とも整合性を保

ち、それぞれの計画の趣旨を踏まえつつ、佐倉

市の地域性を尊重した計画。 

平成 28 年３月には、自殺対策基本法が改正さ

れ、自治体に自殺対策計画の策定が義務付けら

れたことから、これまでこころの健康対策を推

進してきた経過を踏まえ、自殺対策計画を策定

し一体の計画とした。 

 

●第 2次佐倉市成年後見制度 

利用促進基本計画 

（令和 6年度～令和 9年度） 

 

 国の基本計画の理念を佐倉市において具体化

し、成年後見制度の利用の促進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、策定するも

の。 

 従来の連携体制をより発展させた「地域連携

ネットワーク」の構築を図るべく、「佐倉市成

年後見支援センター」を地域連携ネットワーク

の軸となる「中核機関」と位置づけ、体制の整

備や機能強化を図る。 

 

□市社協  

●第 7 次佐倉市地域福祉活動計画 

（ともに歩むふくしプラン） 

（令和 6年度～令和 9年度） 

地域社会のさまざまな福祉課題の解決をめざ

して、行政の地域福祉計画の推進と相まって、

民間レベルによる地域福祉の推進を具体的に計

画化したもので、市社協が主体となって策定し

たもの。 
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３ 計画の策定・推進体制と前提となる視点                  
 

（１）計画の策定体制 

計画策定に当たっては、関係機関、関係団体及び市民公募委員３名を含む

９名の委員で構成する「佐倉市地域福祉計画推進委員会」と、庁内関係部署

で構成する「佐倉市地域福祉計画庁内検討会」において、審議を行いまし

た。 

また、市社協が並行して策定作業を進めている「第７次佐倉市地域福祉活

動計画：（令和６年度～令和９年度）」について、同計画と本計画との連携

を図るべく、市社協と定期的に連絡会議を開催し、調整を行いました。 

なお計画素案については、パブリックコメントによる市民意見公募を行

い、多くの市民の意見の反映に努めました。 
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（２）計画の推進体制 

①第 5 次佐倉市地域福祉計画の推進主体 

本計画は、市と市社協、地域福祉の担

い手である市民、ボランティア、各種相

談機関等が連携協力し、それぞれが役割

を果たすことで取り組んでいくもので

す。 

それぞれの役割を整理したうえで、そ

れぞれが十分な力を発揮できるようにす

るとともに、連携を進め、一体となって 

地域づくりを行うことが重要です。 

 必要なときに支援を求めることができるよう、近所でも、支援関係機関で

も、日頃から関わる人や場所を持つことも大切ですが、何かあったときに困っ

ている人の声を受け止めることができる環境づくりが重要です。さらに、複合

的な課題を抱えている世帯もあります。このような場合でも、課題が漏れるこ

とのないように、支援関係機関の連携を強めて、課題を発見、吸い上げること

が求められます。そのためにも、何が課題になっているかを把握・整理するこ

とが重要です。 

 

②住民、地域、行政の役割（自助、互助・共助、公助） 

 「自助、互助・共助、公助」については、 

それぞれが機能することで、地域福祉が推進 

するといえます。「自助」は、自らの健康は 

自ら維持するなど、様々な場面で、できる限 

り主体として生きていく。「公助」は、行政 

による基盤整備を行うなど、「自助」と「公 

助」が機能したうえで、「互助・共助」が中心 

的な役割を果たし、住民、地域と行政が一体と 

なることで、地域共生社会の実現に資するとい 

えます。 

 

市民協働で
計画推進

市民

事業
者

市

自助

自分のことは自分が守る

◆自らの健康は自ら維持
する

互助・共助

隣近所の自発的な支え合い、

◆地域活動、ボランティア活
動、

公助

行政が行う公的支援

◆自魚、互助、共助を支え
る役割
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行政地区等 

隣近所・ 

自治会区域 

学校区 

専門的な支援 

近隣・地域 

による支え合い 

◎自助、互助、共助、公助とは 

「自助」：生活面では自らが主体となり、自ら働き、又は自らの年金収入等により

自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するなど様々な場面で、出来

る限り主体として生きていくこと 

「互助」：当事者の周囲にいる近しい人が、自身の発意により手を差し伸べること

で家族や友人、近隣者が自発的に関わる助け合いのこと 

「共助」：地域や市民レベルでの支え合いや、昔からの助け合いの事。最近では、

ボランティア、NPO 法人等によるインフォーマルサポートも該当する。 

「公助」：市民の基礎的な生活を支える社会保障制度。生活保護や年金・保険など 

※ 平成 26 年２月に佐倉市地域福祉計画推進委員会から市長に提出された「第３

次佐倉市地域福祉計画に向けた提言」における定義。 

※ 地域包括ケアシステムでは、介護保険に代表される社会保険制度及びサービ

スは「共助」とされています。 

 

（３）地域の範囲の捉え方 

計画を作成するうえで、身近な助け合いや支え合い活動等、地域福祉活動の

範囲について、予め捉えておく必要があります。本計画では、元々の行政区割

りをベースに、歴史や人口規模等を考慮した「佐倉市高齢者福祉・介護計画」

で設定されている５つの日常生活圏域を基本に計画を策定して行くこととしま

した。 

 

「地域の範囲のイメージ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活圏域

(5圏域)

学区・

地域まちづくり事業

実施団体

自治会町会

家族・隣近所
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１）隣近所・自治会区域（日常的な交流・安否確認） 

最も身近なコミュニティエリアで、日常的な会話や交流を通して、孤立を

防ぎ、支え合うための基本単位です。 

２）学校区・※地域まちづくり事業実施団体等圏域（日常的な暮らしの支え合

い・見守り） 

自治会町内会よりやや広い範囲で、住民が徒歩圏内で活動できるエリア

で、中学校区とほぼ一致して地区社協が設置されています。また地域によ

っては地域まちづくり事業実施団体が設置されている単位となります。 

３）※日常生活圏域（居場所・交流の場、専門機関の支援） 

  地域の行政区割りをベースに、地域包括支援センターを設置しています。

身近な地域での専門的な相談（機関）支援活動を行う単位となります。 

▼用語補足 

 ※地域まちづくり事業実施団体 

連接する 2以上の自治会等で構成され、地域におけるまちづくりを自 

主的に行うために結成し、市の認証を受けた団体。現在下記 10 団体が設

立されています。 

・臼井ふるさとづくり協議会 

・白銀小学校区地域まちづくり協議会 

・ふるさと弥冨を愛する会 

・根郷小学校区まちづくり協議会 

・上志津まちづくり協議会 

・青菅まちづくり協議会 

・井野小学校区まちづくり協議会 

・山王小学校区まちづくり協議会 

・小竹小学校区まちづくり協議会 

・千代田・染井野まちづくり協議会 

  
※日常生活圏域 
  高齢者等が住み慣れた地域において安心して日常生活を営むことができ

るようにするための基盤となる圏域のことです。圏域ごとに、以下の通り

地域包括支援センターを１か所（計５か所）設置しています。 

日常生活圏域 地域包括支援センター名 

志津北部圏域 志津北部地域福祉センター 

志津南部圏域 志津南部地域福祉センター 

臼井・千代田圏域 臼井・千代田地域福祉 

佐倉圏域 佐倉地域包括支援センター 

根郷・和田・弥冨圏域 南部地域包括支援センター 
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日常生活圏域名 地  域 

佐倉圏域 田町・海隣寺町・並木町・宮小路町・鏑木町・鏑木町１～２丁目・新町・裏新町・中尾

余町・最上町・弥勒町・野狐台町・鍋山町・本町・樹木町・将門町・大蛇町・藤沢町・

栄町・城内町・千成 1～３丁目・大佐倉・飯田・岩名・萩山新田・土浮・飯野・飯野

町・下根・山崎・上代・高岡・宮前 1～３丁目・白銀 1～4 丁目・鏑木仲田町 

志津北部圏域 上座・小竹・青菅・先崎・井野・井野町・宮ノ台１～6 丁目・ユーカリが丘１～７丁

目・南ユーカリが丘・西ユーカリが丘１～7丁目 

志津南部圏域 上志津・上志津原・下志津・下志津原・中志津１～７丁目・西志津１～８丁目 

臼井千代田圏域 臼井・臼井田・臼井台・江原・江原新田・角来・印南・八幡台１～３丁目・新臼井田・

江原台１～２丁目・王子台１～６丁目・南臼井台・稲荷台１～４丁目・生谷・畔田・吉

見・飯重・羽鳥・染井野１～７丁目 

根郷・和田・弥富圏域 六崎・寺崎・寺崎北１～６丁目・太田・大篠塚・小篠塚・神門・木野子・城・石川・表

町１～４丁目・大作１～２丁目・大崎台１～５丁目・山王１～２丁目・春路１～２丁

目・馬渡・藤治台・寒風・直弥・上別所・米戸・瓜坪新田・上勝田・下勝田・八木・長

熊・天辺・宮本・高崎・坪山新田・岩富町・岩富・坂戸・飯塚・内田・宮内・西御門・

七曲 
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（４）計画の普及啓発 

 広報誌やホームページなどで本計画の周知を図ります。また公民館や出張所

等市の出先機関への配架や、各種関係機関への配布により、地域福祉の担い手

である市民への周知を行います。 

 さらに、地域福祉フォーラム等講演会の開催、相談支援機関の研修会等種々

の機会を捉えて、周知を図ります。 

 

（５）持続可能な社会づくり（SDGｓ）の視点 

持続可能な開発目標（SDGｓ）は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目

指すための令和 12（2030）年を期限とする国際目標であり、17 の目標（ゴー

ル）・169 のターゲットを設定しています。SDGｓは、あらゆる形態の貧困に終

止符を打ち、全ての人が平和と豊かさを享受できるようにすることを目指す普

遍的な行動を呼びかけるものであり、SDGｓの達成のためには、国家レベルだ

けではなく、市民、事業者、市などの社会の多様な主体が行動していく必要が

あります。 

そのため、本市の福祉施策の推進においても、SDGｓの達成と深い関りがあ

ることを認識し、持続可能な社会の実現に寄与していくことが求められていま

す。 

こうしたことから、本計画の推進にあたっては、SDGｓの達成に向けて、地

域福祉をめぐる、様々な課題の解決に資するよう取組を実施し、施策目標単位

での SDGｓとの関連を明示していきます。 

⇒ ※資料編１P（図 1）参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国際連合広報センター 
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第２章 計画の現状と課題 
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第２章 計画の現状と課題         

１ 地域福祉の担い手不足の現状と課題                 

 

（１）人口減少、少子高齢化 

①総人口 

  平成 23（2011）年の約 17.8 万人をピークに減少傾向となっており、令和

４（2022）年現在で約 17.1 万人となっています。第 5次佐倉市総合計画

（基本構想・中期基本計画）における人口推計では、当該第５次佐倉市地域

福祉計画の最終年である令和９年（2027 年）には、16.5 万人まで減少する

と推計されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2023 年以降は推計値 

【出典】住民基本台帳（各年３月末、外国人を含む） 

 

 

・人口減少、少子高齢化が進む中で、どのように地域づくりを行っていく

かが課題となります。 

・団塊の世代が 75 歳以上となり、また、地域での支え合い・助け合いが

大切になってきている中、ボランティアや各種団体の活動を広げていけ

るように、住民と行政が一体となって、地域づくりをしていく必要があ

ります。 

177,928 
178,199 

178,147 

177,740
177,723

177,411

176,976
176,518

176,059
175,476

174,695
173,216

171,747
171,079

169,830
168,485

167,039
165,480

155,000

160,000

165,000

170,000

175,000

180,000

185,000 2010年 2011年
2012年 2013年
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②年齢階層別人口 

  老年人口が増加し、年少人口及び生産年齢人口が減少しています。また、

平成 30（2018）年３月に、高齢化率（＝老年人口÷総人口）が 30％を超え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【出典】住民基本台帳（各年３月末。）※2023 年以降は推計値 

   

 

・少子高齢化の進展に伴う生産年齢人口の減少により、見守り活動の担い

手は今後高齢化し、減少していくことが見込まれます。 

・それでもなお、見守り活動は、地域社会における基盤であり、社会的孤

立から生まれる諸課題への対応に必要不可欠です。 

・「見守る人」、「見守られる人」という関係を超えて、自分事として気

づき、支えあう仕組みとして、地域の理解・協力を得ながら進めていく

ことが必要です。 

 

（２）ボランティア活動 

個人の自発的な意思に基づく自主的な活動であるボランティア活動が広が

りを見せる中、ボランティア活動に対する意識が、立場や人によって変わっ

てきている面が見られます。例えば、「男女平等参画社会に関する市民意識

調査」では、この１年間どのような地域活動に参加していましたかとの設問

で、「特になし」と回答した方の割合が最も高く 53.8％となっており、参加

20,622 
（12.4%）

20,399 
（12.3%）

19,543 
（12.1%）

19,186 
（12.0%）

18,750 
（12.0%）

18,190 
（11.9%）

17,705 
（11.7%）

17,174 
（11.6%）

16,670 
(9.8%)

16,213 
(9.7%)

15,567 
(9.4%)

103,774 
（65.4%）

102,217 
（64.3%）

100,325 
（63.2%）

98,996 
（61.8%）

97,975 
（60.5%）

97,087 
（59.5%）

96,137 
（58.8%）

95,182 
（58.1%）

94,272 
（55.9％）

93,293 
(55.8%)

92,378 
(55.8%)

52,122 
（22.3%）

53,443 
（23.4%） 55,177 

（24.7%）
56,038 

（26.1%）
56,560 

（27.5%）
56,952 

（28.6%）
57,237 

（29.5%）
57,474 

（30.4%）
57,543 
34.1％

57,533 
（34.4％）

(57,435 
(34.7%

)

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000
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しない理由として「仕事や家事育児で忙しい」「参加したい活動がない」

「人間関係が煩わしい」等様々です。 

  ボランティア活動の重要性が増す中、ボランティア活動に対する意識の多

様化を注視する必要があります。 

佐倉市には、ボランティア活動の拠点として、社会福祉センター、西部・

南部地域福祉センターに、ボランティアセンターがあります。地域のボラン

ティアをサポートし、ボランティアの育成・登録・紹介、ボランティアをし

たい人とボランティアを必要としている人とのコーディネートなど、今後と

もその役割が期待されますが、新型コロナの影響により、ボランティア活動

が制限されるなど、ボランティア団体数・ボランティア団体の人数は横ば

い、個人ボランティア数は、減少傾向にあります。 

○ボランティア団体数・ボランティア団体の人数・個人ボランティア数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】社会福祉課作成（各年３月末。市社協のデータから） 

 

（３）民生委員・児童委員活動 

  民生委員・児童委員制度は、その源といわれる済世（さいせい）顧問制度

より 100 年以上の長い歴史をもつ制度であり、地域に根ざした福祉活動を展

開し、あたたかな地域社会づくりを目指しています。 

具体的には、国が社会福祉の増進に熱意のある住民を民生委員・児童委員

に委嘱し、地域住民が安心して生活できるよう、身近な相談相手となり、定

期的な訪問を通じた見守り役として地域の安全・安心を支えています。ま

た、高齢者や子育て家庭の集いの場としてのサロンの運営や、近年では、学

習支援・子ども食堂などの活動において中心的な役割を果たしている事例も

あり、その取組の広がりが期待されています。 

他方、民生委員・児童委員が求められる役割が多様化し、支援の困難性や

活動量の増加等があることから、民生委員・児童委員の受け手不足は顕著で
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あり、担い手確保の取組を行う必要があります（第４章の基本目標３「地域

の社会福祉を目的とする事業の活性化を推進します」参照）。 

 

○民生委員・児童委員数の推移 

  民生委員・児童委員の任期は３年で、12 月１日に一斉改選が行われます

が、定数が充足できていない状況が継続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】社会福祉課作成（民生委員・児童委員推薦状況のデータから） 

（各 12 月１日現在。定数は、平成 28 年は 215 人、令和元年から 217 人） 

 

（４）社会福祉法人などの役割 

介護保険などのサービスを提供する事業所は、社会福祉法人、ＮＰＯ法 

人や株式会社など様々な主体があります。改正された社会福祉法の第５条で

は、福祉事業経営者の責務が定められており、その役割は重要になってきて

います。 

 

改正法において、社会福祉法人には「地域における公益的な取組」が求め

られています。市内の社会福祉法人の中で、地域の買い物支援に対する車両

や運転手などの提供、子ども食堂への支援や地域食堂の開設など、その取組

が始まっています。 

社会福祉法人がその役割を果たすためには、取組をコーディネートする機

能が求められています。また、住民に社会福祉法人の存在が認知され、住民

と社会福祉法人のつながりを深める必要もあります。この点、市社協とも協

192
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力しながら、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」が進むような取

組が求められます。 

 

 社会福祉施設や社会福祉法人、それぞれの横のつながりが重要になります

が、佐倉市には、※「佐倉市社会福祉施設協議会」（以下「施設協」とい

う。）や※「佐倉市社会福祉法人の未来をつくる協議会」（以下「未来協」

という。）があり、その事務局を市社協が担っています。また、市と社会福

祉法人とは、平成 25 年２月 20 日に、福祉避難所の設置運営に関する協定を

締結しています。 

 

  

▼用語補足 

※「佐倉市社会福祉施設協議会」 

  社会福祉施設に関わる諸課題を協議する場として、令和 6年度に創設さ

れ、令和 5 年現在で、佐倉市内に施設を有する 16 の社会福祉法人（26 施

設）で構成されている。会員はそれそれぞれの施設長。 

 

※「佐倉市社会福祉法人の未来をつくる協議会」 

 佐倉市内に社会福祉施設を有する社会福祉法人経営者の情報交換の場と

して、平成 28 年に創設され、令和 5 年現在 25 名の会員で構成されてい

る。 
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２ 第４次計画期間中に表出した新たな課題 

コロナ禍での影響 

第４次地域福祉計画期間中、新型コロナウイルスの感染が拡大し（下記グラ

フ参照）、地域の日常生活に大きな影響を及ぼしています。この間、生活困窮

の拡大や福祉サービスの利用制限、地域活動の自粛、感染拡大の予防とサービ

ス提供の両立を求められる福祉施設の厳しい運営など、様々な課題が浮き彫り

になりました。本計画の策定にあたってはコロナ禍で見えてきたこうした課題

について、留意する必要があります。以下別途統計調査（東京都社会福祉協議

会他）による結果等を参考に課題を整理します。 

 

（１） 長期間の自粛生活に伴う高齢者、障害者、子どもたちへの影響（例） 

・引きこもりによる高齢者のうつ傾向の割合が進み、更に身体、認知機能の  

低下が進んだ 

・在宅時間が増えたことによる家族関係が悪化した 

・学校の休校やリモート授業の影響で、子育て家庭の負担が増加した 

 

（参考例） 

 
第 8 期佐倉市高齢者福祉・介護計画（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より 

➡高齢者のリスク評価を見ると、全体では「うつ傾向」の割合が 47.4％と最

も高く、前回（平成 29 年）調査に比べ、この間 11.2 ポイント増えていま

す。 

 

（２） 地域活動の担い手への影響（例） 

・地域活動の停止により活動者のモチベーションが低下した 

・自治会等の交流行事停止に伴い地縁関係の一体感が喪失した 
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・在宅ワーク等により、日中地域にいる人が増えたが、既存の地域活動に繋

がらない 

・施設で感染者が発生した場合の要員不足が表面化した 

・中高生等のボランティア活動の機会が減少した 

 

（３） 孤独、孤立の影響（例） 

・相談機関があることを知らなかったり、日常的に人との関わりがない人た

ちの存在が表面化した 

・訪問の制限による本人の意思確認の機会が減少した 

・施設のふれあいサロン等の休止により,見守り活動が行えず、高齢者の孤

立化が進んだ 

・高齢者の悪徳商法（電話で詐欺等）の被害が増加した 

・人との接触を避けることで、家がごみ屋敷化した 

 

（４） 経済の不活性化による影響→生活困窮者等の増加（例） 

・緊急事態宣言の発令・時短営業の要請等により、休業や失業者が増加し、

生活困窮等の相談件数が増加した 

・障害者の就労支援施設が受注する業務が減少し、障害者が受け取る工賃が

減少した 

 

 

➡新型コロナの感染が拡大した令和２年度において、生活困窮者自立支援 

事業での相談件数が急増しています。 

 

・このため市では、この間、新型コロナウイルスの感染による影響に対す

る経済活動や、生活・暮らしの下支えをすべく、下記の通り各種給付金

や支援金の支給を行いました 
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住居確保給付金新規支給決定件数
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（５） 情報化と情報格差の影響（例） 

・デジタルスキルの世代間の差による情報の格差が拡大した 

・医療にも介護にもつながっていない独居の方や、一人でワクチン予約でき 

ない高齢者の存在が表面化した 

 

●上記例に係る所見 

自粛に伴う身体機能のフレイル、精神的なストレスの弊害等については、

継続的に伴走支援できるワーカーの育成や、各相談機関でのアウトリーチの

強化による見守り活動の強化が求められます。 

また地域活動や経済活動の不活性化については、各種給付金や支援金の支

給、地域（子ども）食堂など居場所づくりへの各種運営支援等を進めるとと

もに、情報格差を是正するため、様々な媒体による情報発信、高齢者への

IT 支援ボランティアの育成、地域活動へ参加意欲のある方へ SNS 等による

効果的な情報発信等について検討が必要です。 

本計画の施策を進めるうえで、これらコロナ禍で見えたきた諸課題につい

ては、留意し取り組みを進めます。 

（令和２年度） 

 ・佐倉市生産体制強化事業 

・佐倉市小規模事業者応援給付金 

 ・商業サービス業応援寄附プロジェクト（さきめし佐倉） 

 ・事業者総合相談窓口 

（令和３年度） 

・佐倉市中小企業事業継続支援金 

・中小企業ささエール給付金 

 ・事業再構築支援補助金 

・住民税非課税世帯等に対する臨時特

別給付金 

・子育て世帯生活支援特別給付金 

（令和４年度） 

・住民税非課税世帯等に対する臨時特

別給付金 

・住民税均等割のみ課税世帯への応援金 

・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 

・子育て世帯生活支援特別給付金 

（令和５年度） 

 ・物価高騰対策臨時給付金（住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯） 

・子育て世帯生活支援特別給付金 

0
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低所得世帯給付金支給件数

均等割世帯給付金

非課税世帯等給付金
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第３章 計画の基本理念と基本目標 
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第３章 計画の基本理念と基本目標     

１ 基本理念                      

 第４次計画では、基本的方針である、「一人ひとりがともにはぐくむ お互

いさまの地域づくり」の構築のため、「一人ひとりを認め合える地域」、「互

いに支え合う地域」、「ふれあい・交流のある地域」の３つの地域像（第３次

計画から継承）を目指しました。 

 年齢や障害の有無等にかかわりなく安全に安心して暮らせる「共生社会」実

現のため、多くの人が、人と人との関係を大切に支え合う暮らしの中で、活気

あふれた幸せな毎日を送ることができる、また、一人ひとりの違いや個性を認

め合いながら、誰もが役割を持ち、活躍できる、安心して暮らしていくことの

できる、お互いさまの地域づくりを目指したものです。 

 一方、第４次計画期間中に、新型コロナウイルスの感染拡大などにより、こ

れらの理念に基づく各種施策が滞るなど、当初思い描いていた地域像の実現に

は、道半ばという状況が続いています。こうした現下の取り組み状況や市内外

の社会状況等を踏まえ、第５次計画においても、第４次計画で掲げた基本理念

「一人ひとりがともにはぐくむ お互いさまの地域づくり」を承継し、地域福

祉の推進と地域共生社会の実現を目指すこととします。 

 

 

 

一人ひとりがともにはぐくむ 

お互いさまの地域づくり 
 

（目指すべき地域像） 

・「一人ひとりを認め合える地域」 

・「互いに支え合う地域」 

・「ふれあい・交流のある地域」 

 

※第４次計画の理念を承継 

  

 

 

 

基 本 理 念 
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 ２ 基本目標と重点施策                     

 第５次計画では、基本理念の実現のために、次の５つの基本目標ごとに施策

を進めます（□内は、目指す地域像）。またこれらの施策の中でも、特に重点

的に進める施策を重点施策と位置付け、推進します。 

 

基本目標１ 

 

●権利擁護と人権尊重の取組を進めます 

〇住み慣れた地域で、個性や権利が尊重され、安心して穏やかな生 

活を送ることができるまち 

 
 

基本目標２ ●福祉サービスの利用を促進します 

〇地域や福祉に関する情報を、誰もが容易に得られるまち 
 

 

基本目標３ 

 
●地域の社会福祉を目的とする事業の活性化を推進

します 

〇多様な主体による地域の見守りが広がり、孤立の生まれないまち 

  

 

基本目標４ 

 
●住民参加をさらに促進し、充実します 

〇誰もが気軽に交流できる居場所が身近にあり、一人ひとりがいき 

いきと活躍できるまち 

 
 

基本目標５ 

 
●地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供

される体制を整備します 

〇誰もが困りごとを気軽に相談できる場所（人）が身近にあり、多 

様な主体による、分野を超えた相談支援が行われるまち 

 

 
   
★重点施策 

★重点施策 

●訪問支援（アウトリーチ）型※の相談支援体制を

推進します 

➡目指す地域像は基本目標５と共通 

※「積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけること」（「自立相談支援事業養成研

修テキスト」より） 
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第４章 取組の展開 
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第４章 取組の展開                     

 

計画の体系                       

第３章で示した、基本理念・基本目標を実現するために、法に定める計画記

載事項との整合を図りながら、基本目標ごとに施策を進めていきます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本 
理念 

「
一
人
ひ
と
り
を
認
め
合
え
る
地
域
」
・
「
互
い
に
支
え
合
う
地
域
」
・
「
ふ
れ
あ
い
・
交
流
の
あ
る
地
域
」
か
ら

 

一
人
ひ
と
り
が
と
も
に
は
ぐ
く
む 

お
互
い
さ
ま
の
地
域
づ
く
り 

基本目標１ 

権利擁護と人権尊重の取組を進めます 
  ○権利擁護の推進 

  ○人権教育・啓発の推進 

  ○虐待防止活動の推進 

基本目標 関連する SDGｓ 

基本目標３ 

地域の社会福祉を目的とする事業の活

性化を推進します 
  ○地域福祉活動団体（個人）との連携・支援 

  ○社会福祉法人の地域公益活動の推進 

  ○寄附や募金等の取組・活用 

基本目標２ 

福祉サービスの利用を促進します 
  ○個別計画の推進 

  ○福祉サービスの情報提供、発信の充実 

  ○情報化の推進 

基本目標４ 

住民参加をさらに促進し、充実します 
  ○地域の交流の場づくり 

  ○情報の発信・啓発 

  ○地域福祉活動を支える人材づくり 

  ○各種ボランティアの参加促進 

基本目標５            
地域生活課題の解決に資する支援が包 
括的に提供される体制を整備します 

  ○地域で気づき、受け止め、解決を試みる体制 

づくり 
  ○多機関協働によるネットワークの整備と連携 

  ○各分野における相談支援体制の充実 

  ○生活困窮世帯等への支援 

  ○高齢者や障害者が暮らしやすい住環境の整備 

  ○災害時に助け合える体制づくり 

★重点施策 
アウトリーチ型相談支援 
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基本目標１ 

 
権利擁護と人権尊重の取組を進めます 

 

関連する SDGs ⇒ 

 

□目指す地域像  

 

□住み慣れた地域で、個性や権利が尊重され、安心して穏やかな生活を送る

ことができるまちを目指します。

                

 

□現状と課題  

 「佐倉市市民意識調査（令和４年度）」において、成年後見制度の認知度に

ついて、制度自体の存在を知らない方の割合（知らない、殆ど知らない）が

40％を超えました。手続きの方法については、70％超える割合で知らないとい

う結果でした。 

 また「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査（令和４年）」の中

で、「性的少数者の方が偏見や差別によって生活しづらい社会と思うか」との

問いでは、「思う」という人は 80％を超え、DV の経験があり、かつ、誰（ど

こ）にも相談しなかった方に理由を問う設問では、「相談しても無駄」「どこに

相談してよいかわからない」といった人が 30％超えており、地域社会に平等や

人権といった人権擁護の意識が十分浸透していない実態が読み取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市民意識調査            出典：佐倉市男女平等参画社会市民意識調査 

思う, 
37.2%

どちらか

といえば

思う, 
42.9%

どちら

かとい

えば思

わない, 
5.3%

思わない, 
2.5%

わからない, 
10.8%

「性的少数者の方が偏見や差別によって生活

しづらい社会だと思う」と答えた人の割合

知っている

26%

少しは知っ

ている

32%

ほとんど

知らない

22%

知らない

19%

無回答

1%

成年後見制度認知度（令和4年度）
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□基本方針   

地域共生社会は、「制度・分野の枠や『支える側』と『支えられる側』とい

う従来の関係を超えて、住み慣れた地域において、人と人、人と社会が繋が

り、全ての住民が、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活を継続

することができるよう、社会全体で支え合いながら、ともに地域を創っていく

こと］を目指すもので、これは SDGｓにおける人権尊重、全ての人の平等を目

指す考え方に資するものです。第５次計画では、こうした地域共生社会の実現

という目的に向け、福祉活動における共通基盤となる考え方として、「権利擁

護」と「人権尊重」の取組をさらに進めるものとします。 

 

（１）権利擁護の推進 

権利擁護支援のため、認知症や知的障害等により財産管理及び日常生活に

支援を要する方が適切な福祉サービスを利用できるよう、成年後見制度の周

知、及び体制の整備を進めます。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□成年後見制度の周

知啓発の強化 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市ホームページ、「こうほう佐倉」による成年後見制

度、成年後見制度利用支援事業（申立費用等の助成）の普

及啓発、※権利擁護支援の「地域連携ネットワーク」（図

1）の協力者を拡大するための研修などに取り組みます。 

（手段） 

・中核機関（佐倉市成

年後見支援センタ

ー）による相談会 

・専門家等による講演

会の実施。 

（現状） 

・実施 

 

 

・実施 

（方向） 

・実施継続 

 

 

・実施継続 

 

 

▼用語補足 

※権利擁護支援の「地域連携ネットワーク」 

 各地域において、現に権利擁護を必要としている人

を含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳ある本人らし

い生活を継続し、地域社会に参加できるようにするた

め、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分

野・主体が連携する仕組み。 
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□相談機能及び成年

後見人等支援の強

化 

［高齢者福祉課］ 

 

成年後見制度に係る相談会の開催や成年後見人等への活

動支援に取り組みます。 

（指標） 

・専門家による相談

会開催数 

（現状） 

・年 4回 

（目標） 

・年 4回以上 

 
 

□成年後見人等の養

成 

［高齢者福祉課］ 

 

 

新たな市民後見人候補者の養成や成年後見人等の担い手

（個人・団体）を養成する方法について検討を進めます。 

（指標） 

・市民後見人候補者

名簿登録者数  

（現状） 

・8人 

（目標） 

・20 人 

 

 
図 1 佐倉市での地域連携ネットワーク概念図 

（佐倉市成年後見制度利用促進基本計画より） 
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（２）人権教育・啓発の推進 

  人権尊重に対する意識の向上を図るため、関係機関と連携し、様々な人権

課題に対する学習機会を提供し、正しい理解を求めるよう人権教育・啓発に

取り組みます。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□人権啓発の推進 

［自治人権推進課］ 

［広報課］ 

 

 

 

市民の人権への理解を深めるために、市の広報番組を活用

した人権啓発広報番組の制作・放送を実施します。 

   

（指標） 

・人権啓発広報番

組放送回数 

（現状） 

・年 1回 

（目標） 

・年 1回以上 

（継続） 
 

□男女平等参画の推

進 

［自治人権推進課］ 

 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野におけ

る活動にともに参画する社会を形成するため、「男女平等参

画推進センター」において、学習会や講演会等を実施しま

す。 

（指標） 

・広報紙に男女平等参画

関係掲載数 

・地域活動の女性リーダ

ー育成講座開催数 

（現状） 

・年 9回 

 

・年 1回 

（目標） 

・年 10 回以   

 上 

・年 1回以上 

 

□※インクルーシブ

教育推進 

［教育センター］ 

障害の有無に関わらず、発達に課題のある幼児児童生徒に

ついて地域の関係機関が連携し支援できる体制を構築しま

す。 

（指標） 

・教職員向け人権教

育研修会の実施数 

（現状） 

・年 1回 

（目標） 

・年 1 回以上 

 
 

 
 

▼用語補足 

 ※インクルーシブ教育 

  障害児童が「特別支援学校」又は「特別支援教室」

などに在籍せずに健常児と同じ教室で同じ授業を受け

させる教育。 
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□多様な性 

※LGBTQ+に関する

啓発 

［自治人権推進課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な性（※LGBTQ+）に関する職員向けガイドライン

「多様な性のあり方を理解し行動するための職員ハンドブッ

ク」による周知を図ります。 

（手段） 

・ガイドラインの周知 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・実施継続 

 

□障害理解の促進に

関する啓発 

［障害福祉課］ 

 

市民が障害及び障害者について正しい理解を得られるよう

に、様々な啓発活動や広報活動を推進します 

（指標） 

・障害者理解促進に係

るイベント参加者数 

（現状） 

・481 人 

（目標） 

・630 人 

 

□障害者差別解消へ

の取組 

［障害福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

障害があることを理由に、正当な理由が無くサービスの提

供を拒否するなどの「不当な差別的取り扱いの禁止」や、障

害のある人から社会的障壁を取り除くための申し出があった

場合における「合理的配慮の提供」について、「佐倉市障害

者差別解消支援地域協議会」（図 2）において、障害者差別

の解消や権利擁護に係る取り組みを効果的に進めます。 

（手段） 

・障害者差別解消に

関する市 HP 等によ

る周知啓発 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・実施継続 

 

 

 

 

▼用語補足 

※LGBTQ+ 

「L（レズビアン）女性同性愛者。G（ゲイ）男性同

性愛者,B（バイセクシュアル）両性愛者,T（トラン

ジェスター）性自認が出生時に割り当てられた性別

とは異なる人,Q（クエスチョニング）（クイア）自

身の生自認や性的指向が定まっていない又は定めな

い人、＋（プラス）上記以外,」の頭文字を取って名

付けられた、幅広い性のあり方を総称する言葉。 
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図 2：障害者差別解消支援地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）虐待防止活動の推進 

高齢者や障害者、児童に対する虐待や DV の未然防止や早期発見のため、

周知啓発を図るとともに、関係機関とのネットワークを強化し、迅速な対応

を行い、適切な支援を図ります。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□虐待防止ネットワー

クの連携推進 

［こども家庭課］ 

［高齢者福祉課］ 

［障害福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者虐待、障害者虐待、児童虐待の既存の枠内に留ま

らない複雑な事例や、DV被害者の相談・支援を行うにあ

たり、関係諸制度がより適切に機能することができるよう

に「佐倉市家庭等における虐待・暴力対策ネットワーク要

綱」に基づき、下記のネットワークを構成する各関係機関

と密に連携を図ります。 

（虐待防止ネットワーク） 

・児童虐待防止ネットワーク 

・高齢者虐待防止ネットワーク 

・障害者虐待防止ネットワーク 

（指標） 

・児童・高齢者・障害者

虐待等の相談対応率 

（現状） 

・100％ 

（目標） 

・100％ 

（維持） 
 

 

（佐倉市協議会委員） 

・成田公共職業安定所 

・千葉県印旛健康福祉センター 

・佐倉市総務部人事課 

・佐倉市市民部自治人権推進課 

・佐倉市教育委員会教育センタ

ー 

・佐倉市社会福祉協議会 

・民生委員・児童委員 

・佐倉市障害者総合支援協議会 

・佐倉商工会議所 

・市内の公共交通機関係者 

・法曹関係者 

・市内の障害者団体 
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基本目標２ 

 
福祉サービスの利用を促進します 

 

関連する SDGｓ⇒ 

 

□目指す地域像  

 

□地域や福祉に関する情報を、誰もが容易に得られるまちを目指します。 

 

 

□現状と課題  

市民意識調査の中で、「市からの広報手段をどの程度活用しますか」との問

いに、「よく活用する、たまに活用する」と回答された方が、50％を超えてい

ますが、一方「お住まいの地域の担当民生委員を知っていますか」との問いに

は、担当がいることも知らないし名前も知らない」と回答した方が、40％近く

います。 

また新型コロナの感染拡大により、ワクチン予約の仕方やマイナンバーの手

続きができない高齢者の存在など、デジタルスキルの世代間格差が表面化して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市民意識調査 
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る
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ない
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しな

い

16%

どちら

ともい

えない

1%

知らない

6% 無回答

8%

市HPの活用度
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□基本方針  

介護、子育て、障害や病気などにより、日常の生活が困難になることがあり

ます。自分らしく自立した生活を送るために、福祉サービスの利用を促進し、

必要な支援を提供する必要があります。 

先ずは利用者が多様な福祉サービスを円滑に利用できるよう、個別計画等で

の取組を進める中で（第１章２（２）「計画の期間」で挙げた、関連する各個

別計画を参照）、福祉サービスの利用に関する情報提供を、必要とする住民に

的確に届くように積極的な発信に努め、市民意識の向上と活動への参加に繋げ

ます。 

 

（１）個別計画の推進 

市の関連する福祉計画の取り組みを進めます。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□関連個別福祉計画の

推進 

［高齢者福祉課］ 

［障害福祉課］ 

［こども政策課］ 

［社会教育課］ 

 ［介護保険課］ 

 ［健康推進課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★第４次地域福祉計画

策定時指標 
 

（第１章から抜粋） 

・第７次佐倉市障害者計画 

（令和 6年度～令和 11年度） 

・第７期佐倉市障害福祉計画・障害児福祉計画 

（令和 6年度～令和 8年度） 

・第 2期佐倉市子ども・子育て支援事業計画 

（令和 2年度～令和６年度） 

・第 4次佐倉市青少年育成計画 

（令和 2年度～令和 7年度） 

・佐倉市健康増進計画 

（令和 6年度～令和 17年度） 

・第 9期佐倉市高齢者福祉・介護計画 

（令和 6年度～令和 8年度） 

・佐倉市成年後見制度利用促進基本計画 

（令和 6年度～令和 9年度）等の計画を進めます。 

（指標） 

・関連個別計画の

達成率 

（現状） 

・各計画の現

状の値 

（目標） 

・各計画に設定

された目標値 
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（２）福祉サービスの情報提供・発信の充実 

広報紙やホームページ、SNS、ケーブルテレビ、パンフレットなど多様な

媒体を活用し、住民が地域福祉に関心を持ち、活動に参加するきっかけとな

るよう、福祉サービスの情報発信を行います。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□ホームページなど

による情報発信 

［社会福祉課］ 

［高齢者福祉課］ 

［障害福祉課］ 

［介護保険課］ 

［他、各課共通］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★令和５年度市民意

識調査項目 
 

佐倉市の※「地域の支え合い助け合いリスト」・高齢者

を支える地域資源ブック・※障がい児・者福祉サービスガ

イドブック・佐倉市 子育て支援ガイドブックなどの福祉関

連情報を掲載します。 

（指標） 

・市ホームページを活

用する人の割合 

・相談・支援を受ける

環境が整備されてい

ると思う意識 

（現状） 

・38％ 

 

・●％ 

（目標） 

・42％ 

 

・45％ 

 

 

▼用語補足 

※「地域の支え合い助け合いリスト」 

生活支援コーディネーターが把握した、買い物や

掃除、調理、洗濯等の日常生活で必要な家事を支援

する「家事サービス」、住民やＮＰＯ団体等様々な

主体による「交流の場・通いの場」などの情報を厚

生労働省が運営・管理する「介護事業所・生活関連

情報検索システム」にまとめて掲載している情報の

一部を、紙面にしたリストをホームページに掲載し

ています。 

※障がい児・者福祉サービスガイドブック 

佐倉市内には障害児・者のための事業所、施設、

行政機関などがたくさんあり、 市民、関係機関など

の皆さんがこの福祉サービスガイドブックを活用し

て、障害のある方も、ない方も安心して、生き生き

と暮らしていくことができるよう、事業所紹介に加

え、障害福祉サービスの説明、当事者の会・家族会

の紹介などを掲載しています。 
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□プッシュ型の情報

提供サイトの利用

促進 

［広報課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉利用情報を必要とする方について、行政情報の無料

閲覧サイト※マチイロの利用を促進します。 

（手段） 

・マチイロ周知啓発 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・実施継続 

 

□障害者の情報アク

セシビリティの向

上 

[障害福祉課] 

※「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に

係る施策の推進に関する法律（障害者情報アクセシビリテ

ィ・コミュニケーション施策推進法）」に基づく種々の方

策（手話通訳者等の設置・派遣、声の広報の発行、日常生

活用具の支給、手話奉仕員の養成等）を推進します。 

（指標） 

・手話奉仕員養成講座

（後期）受講修了者数 

・市立図書館の視覚障害

者等サービス利用登録 

 者数 

（現状） 

・8人 

 

・8 人 

（目標） 

・20 人 

 

・16 人 

 

 

 

▼用語補足 

※マチイロ 

ユーザーに自動的に、最新の情報やニュースを送

信するウェブサイト。ユーザーは、関心あるトピッ

ク（例：福祉情報）を選択し、カスタマイズされた

コンテンツを受け取ることができ、手間をかけずに

重要な情報を把握できるメリットがあります。 

 

▼用語補足 

 ※「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎

通に係る施策の推進に関する法律（障害者情報アクセ

シビリティ・コミュニケーション施策推進法）」 

 すべての障害者が、あらゆる分野の活動に参加する

ためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が

重要であることから、障害者による情報の取得利用・

意思疎通に係る施策に関する基本理念を定めた法津。

令和 4年 5月に公布施行されました。 
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（３）情報化の推進 

 新型コロナの感染拡大に伴い、医療にも介護にもつながっていない独居の

方や、一人でワクチン予約できない高齢者、障害者等の存在、更にはろう

者、難聴者や外国籍居住者の言葉の課題等が表面化しており、こうしたデジ

タルスキルの世代間の格差等による情報格差の拡大に対し、効果的な情報発

信と高齢者に対する IT 支援を行います。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□将来の地域福祉の担

い手に向けた効果的

情報発信 

［社会福祉課］ 

 

 

 

地域活動へ参加意欲がある方へ、客観的でわかりやすい

データを SNS 等さまざまな電子的媒体によって効果的に情

報発信を進めます。 

（手段） 

・地域福祉に関す

る電子媒体を使

った情報提供 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・実施継続 

 

 

□高齢者、障害者等へ

の IT 支援 

［情報システム課］ 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

マイナンバーの登録やワクチン接種予約など、IT支援

が必要な高齢者向けの講習会等開催し、情報格差是正に努

めます。 

（手段） 

・シニア向けスマ

ートフォン講習

会の開催（講座

数） 

（現状） 

・年 105 回 

 

（方向） 

・実施継続 

 

□外国人に対する情報

支援 

［広報課］ 

 

 

 

 

 

外国人への日常生活に関わる優しい日本語の紹介を進

め、福祉サービスが容易に受けられるような環境整備を進

めます。 

（指標） 

・外国語対応の相

談窓口開設日数 

・国際理解講演会

開催数 

（現状） 

・年 88 日 

 

・年 2回 

（目標） 

・年 88 日以上 

 

・年 2回以上 
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基本目標 3 
 

 
地域の社会福祉を目的とする事業の活性化
を推進します 
 

 

関連する SDGｓ⇒  

 

□目指す地域像  

 

□多様な主体による地域の見守りが広がり、孤立の生まれないまちを目指し

ます。 

 

 

□現状と課題  

 「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査（令和４年）」の中で、「こ

の１年間、どのような地域活動に参加しましたか」との問いに、50％超える方

が「何も参加していない」と回答しています。このため住民自治・地域福祉の

要となる自治会会員の加入率も、新型コロナウイルス感染症の影響も相まっ

て、年々減少しており、地域福祉団体の縮小＝地域福祉活動の弱体化が懸念さ

れています。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】社会福祉課作成（自治人権推進課のデータから） 

□基本方針   

市民ができる限り主体として生きていくという「自助」と市民の生活を支え

る社会保障制度である「公助」とともに、家族、友人、隣近所の助け合いであ

る「互助」、地域活動、ボランティア、社会福祉法人等による支え合い・助け

合いである「共助」も重要です。 

30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
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地域福祉推進のためには、こうした住民の互いに支え合うという意識ととも

に、各種団体による活動も重要になります。また、社会福祉法人による「地域

における公益的な取組」や企業の社会的責任（ＣＳＲ（Corporate Social 

Responsibility）、例えば、生活困窮者自立支援事業における職場実習の受入

れ、障害者雇用、ひとり親家庭の支援や企業内保育）など、地域における役割

も重要です。市は、こうした地域福祉各種団体との連携と支援を進め、地域福

祉力の活性化に取り組みます。 

 

（１）地域福祉活動団体（個人）との連携・支援 

  市内で地域福祉活動を行っている個人や市民団体に対して、地域での支え

合い、助け合いの必要性について啓発し、困りごとを抱える世帯の孤立を防

ぐとともに、誰も排除しない地域づくりを進めます。 

  また住民の地域組織への参加を促進するとともに、組織間の連携を進め、

地域の連帯意識の醸成を図ります。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□ご近所の関係づ

くりや孤立を防

ぐ地域づくりの

啓発 

［社会福祉課］ 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

日頃からご近所同士でのコミュニケーションの必要性や、困っ

た時に助け合うことの大切さなど、住民の支え合い・助け合いの

意識を高め、困りごとを抱える人の孤立を防ぎ、誰も排除しない

地域づくりを進めます。 

（手段） 

・市広報、自治会町

内会、民生委員を

通じた啓発 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・実施継続 

 

□自治会等との連

携・支援 

［自治人権推進課］ 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの基礎となる自治会等において自主的に取り組ま

れている環境の保全や美化活動、防犯・防災活動、福祉活動な

どについて、これらの活動を交付金などの助成により支援しま

す。 

（指標） 

・自治振興交付金で

支援している自治

会等の割合 

（現状） 

・84％ 

（目標） 

・95％ 
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□市社会福祉協議

会との連携・推

進 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地区社会福祉協議会（地区社協）活動の支援、善意銀行や法人

後見事業による生活支援・権利擁護支援、ボランティアセンター

の運営など、市社協による地域福祉を推進する事業が、継続的か

つ円滑に実施されるよう、市社協策定の「地域福祉活動計画」と

も連携しながら、地域住民相互の支え合いによる地域福祉の推進

体制づくりを進めます。 

（指標） 

・市・市社協連絡会

議の開催数 

（現状） 

・年 12 回 

（目標） 

・年 12 回以上 

 

 

 
 

▼用語補足 

※地区社会福祉協議会（地区社協） 

現在市内 14 か所で設置され、各地区の特性に応じて、

以下のような地域福祉活動を実施しています。 

（圏域名）

地区社協 

 

（佐倉）佐倉城の辺、佐倉東部・内郷 

（臼井・千代田）臼井、うすい東、王子

台、千代田 

（志津北部・南部）志津、ユーカリが丘、

志津南、西志津 

（南部）根郷、和田、弥冨 

活動内容 在宅福祉活動、地域交流活動、広報・啓

発活動、関係団体による福祉活動への協

力、組織・運営体制や基盤を強化する活

動、地区社協相互間の協力・連携、市社協

との協力・連携など 

地区社協と

市社協との

関係 

地区内の福祉課題やニーズに対して主体

的に取り組む地区社協に対し、市社協は地

区社協の活動に必要な財政支援をはじめ、

情報提供、地区社協相互間、市社協との連

絡調整等による支援をします。また各地区

が共通して抱える福祉課題は、全市的な福

祉課題、ニーズとして、市社協が地区社協

と協力してこれに当たることになります。 
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□更生保護活動団

体との連携・支

援 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護司会や更生保護女性会等と連携して、地域社会の犯罪・

非行の未然防止のための啓発活動や、青少年健全育成、更生保

護活動を通じて地域福祉の増進を図ります。（※社会を明るく

する運動等）また千葉県で作成を進めている、再犯防止推進計

画の動きを踏まえながら、再犯防止推進計画の策定に向けた検

討を行います。 

（手段） 

・社会を明るくする運

動の街頭啓発活動に

おける啓発物資直接

配布数 

・社会を明るくする運

動講演会回数 

（現状） 

・1000 セット 

 

 

 

・年 1回 

（方向） 

・配布継続 

 

 

 

・年 1回以上 

 

□民生委員・児童

委員活動の支援 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★令和 5年度市民

意識調査項目 
 

地域福祉の担い手として、地域福祉活動・福祉団体活動の重

要な役割を果たしている民生委員・児童委員とその活動を支援

することで、地域福祉の充実を図ります。 

民生委員・児童委員の交替等に伴い、地域福祉を担う民生委員に

適した人材を補充することにより、地域福祉の充実・向上を図りま

す。また、民生委員・児童委員の負担軽減とともに、地域住民に対す

る支援、きめ細かい福祉サービスの提供を可能にするため、担い手

の確保や支援に努めます。 

（指標） 

・民生委員・児童委員

の定数充足率 

・民生委員・児童委員

の活動内容の認知度 

（現状） 

・90％ 

 

・57.2％ 

（目標） 

・100％ 

 

・60％ 

 

 

▼用語補足 

※社会を明るくする運動 

すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人

たちの更生について 理解を深め、それぞれの立場に

おいて力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地

域社会を築こうとする全国的な運動です。本市におい

ても、保護司会や更生保護女性会などと連携し、街頭

啓発活動を実施しています。 
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□高齢者クラブの活動

の支援 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「高齢者クラブ」の活動を支援し、高齢者の生きがい

づくりなど、社会参加の促進を推進します。 

（指標） 

・単位クラブ数 

（現状） 

・44 クラブ 

（目標） 

・45 クラブ 

 

 

（２）社会福祉法人の地域公益活動の推進 

住民の身近な社会資源である社会福祉法人が、良質な福祉サービスを提供  

 するとともに、地域の福祉ニーズを踏まえた公益的な活動等を実施できるよ  

うにします。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□社会福祉法人の地域

公益活動の推進 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人が、事業継続に必要な財産以外に活用でき

る財産を保有している場合に、地域のニーズに基づく社会

福祉事業や地域公益活動に還元するための「社会福祉充実

計画」の承認と指導監査を行います。また、法人が実施す

る「地域における公益的な取り組み」について、法人運営

の自主性を考慮した上で、適切な助言等を行います。 

（指標） 

・市内社会福祉法

人地域公益活動

実施団体数 

（現状） 

・年 5団体 

（目標） 

・年 5団体以上 

 

 

▼用語補足 

 ※高齢者クラブ 

  市内在住のおおむね 60 歳以上の会員で構成さ

れ、生きがいを高めるとともに、会員相互の健康

の維持増進、地域社会活動の参加などを自主的に

実施している団体です。自治会のエリアを基本に

地域で結成されている単位クラブと各単位クラブ

の育成指導を行う佐倉市高齢者クラブ連合会の活

動に対し支援します。 
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（３）寄附や募金の取組・活用 

皆様からの寄附（ふるさと納税）や市社協が窓口になって各種「募金活

動」を行い、これを財源に地域の特性を活かした個性豊かで活力あるまちづ

くりを進めます。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

寄附・募金活

動の推進 

［社会福祉

課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ふるさと納税（佐倉市ふるさとまちづくり応援寄付制度）」に

より、地域福祉への関心を喚起するとともに、※「赤い羽根共同募金」

によりボランティア活動や災害時の準備金等に、※「歳末助け合い募

金」により生活困窮世帯への支援金に活用します。 

（指標） 

・募金活動（赤い羽根、歳

末助け合い）に参加した

人数 

（現状） 

・延べ 188 人 

（目標） 

・延べ 700 人 

 

▼用語補足 

※ふるさと納税（佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附制度） 

寄附にあたっては、保健福祉の増進や豊かな緑の維持保

全、学校教育の振興などのメニューから、使い道を指定して

いただくことができます。 

※赤い羽根共同募金 

「社会福祉法」に基づき、地域の実情に合わせた社会福祉

を進めるため、事前に使い道や集める額を定める「計画募

金」です。毎年 10月 1日～翌 3月 31 日を運動期間として実

施しています。当該共同募金でお預かりした募金は、約 7割

をボランティアや地区社協の活動支援といった市社協の事業

へ、約 3割を千葉県内の社会福祉施設や NPO 活動支援、各種

相談窓口、災害時の準備金として活用されています。 

※歳末助け合い募金 

歳末助け合い募金は、共同募金運動の一環として、毎年 12

月 1 日～12 月 31 日までを運動期間として実施しています。歳

末助け合い募金でお預かりした募金は、全額を佐倉市内の歳

末期に支援の必要な世帯（生活保護世帯を除く）への支援金

と、生活に困難を抱えている方（世帯）を支援している団体

への助成金に活用されています。 
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その他

家事育児介護が忙しい

家族の協力理解が得られない

一人では参加しにくい

活動や交流場所がない

人間関係がわずらわしい

参加したい活動がない

興味がない

情報がない

仕事が忙しい

地域活動不参加理由

 
基本目標４ 
 

 
住民参加をさらに促進し、充実します 
 

 

関連する SDGｓ⇒ 

 

□目指す地域像  

 

□誰もが気軽に交流できる居場所が身近にあり、一人ひとりがいきいきと活

躍できるまちを目指します。 

 

 

□現状と課題  

令和４年度男女平等参画社会に関する市民意識調査の中で、「地域活動に参

加していましたか」との問いに対し、「特になし」と答えている割合が、50％

を超えています。この値は、前回調査（平成 29 年度）と比較しても数値が上

がっています。（47.7％➡53.8％）参加しない理由については、「活動や交流の

場所がない」「参加したい活動がない」「興味がない」「情報がない」等地域活

動への理解が十分に浸透していない状況が散見されます。（下図参照） 

さらに、第４次計画期間中、新型コロナの感染拡大により、自粛を余儀なく

され、その結果、種々の地域活動の場が縮小されたことが、調査結果に影響し

ているものと考えられます。こうした活動拠点の縮小に伴う活動の停滞が、高

齢者や障害者のフレイル等様々な弊害の表出につながっています（第２章２の

「コロナ禍で顕在化した課題」を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：男女平等参画社会に関する市民意識調査（複数回答可％） 

参

加

し

た

46
%

参

加

な

し

54
%

地域活動の参加

の有無
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□基本方針   

第 5 次計画では、停滞した市民活動を、コロナ以前の状態に少しでも戻すべ

く、多様な居場所や活動拠点の充実強化、新たなニーズに対応した地域の社会

資源（担い手）の掘り起こしを進めるなど、地域活動に関心のある方が実際の

活動に参加しやすくするための環境整備に取り組みます。 

 

（１）地域の交流の場づくり 

  地域住民が気軽に集える活動拠点の充実及び機能強化に向け、公的施設 

の活用をさらに進めるとともに、空き家、空き店舗等の活用可能性について

検討し、民間施設の地域の社会資源の把握に努めます。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□地域活動拠点の利用

促進 

［自治人権推進課］ 

［社会教育課］ 

 

 

 

 

地域福祉の向上に係る市民の自主活動や市民交流を促進

するため、コミュニティセンターや公民館等公的施設を活

用し、住民同士、様々な団体が交流できる場の確保や居場

所づくりを支援します。 

（手段） 

・公共施設の地域福祉

活動への利用促進 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・実施継続 

 

□地域における交流機

会の充実 

［自治人権課］ 

［社会福祉課］ 

 

 

★令和 5年度市民意識

調査項目 

 

 

地域の活動拠点等を活用し、地域住民同士が交流できる

地域活動やイベントの充実に取り組みます。 

また、多様な世代が関心を持てる交流機会や、オンライ

ンでの開催など、従来と異なる開催方法についても検討し

ます。 

（指標） 

・まちづくり活動に参

加したことがある割

合 

（現状） 

・46％ 

（目標） 

・50％ 
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□障害理解促進に係る

イベントの開催 

［障害福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者週間等を活用して、障害者への関心と理解を深め

るためのイベントを開催します。また、そのイベントを通

じて障害者の自立や社会参加を促進します。 

（指標） 

・障害者理解促進講

座開催数 

・障害者作品展の観

覧者数 

・差別解消啓発物配

布数 

（現状） 

・年 1回 

 

・481 人 

 

・1500 部 

（目標） 

・年 1回以上

実施 

・630 人 

 

・1500 部以上 

 

□地域子ども・子育て

支援 

［こども保育課］ 

 

 

 

 

 

 

「地域子ども・子育て支援事業」（※地域子育て支援拠

点事業等）を実施する民間事業者を支援します。 

（指標） 

・地域子育て支援拠点

利用者数（20か所） 

（現状） 

・延べ 14725

人/年 

（R６年度） 

・延べ 18250

人/年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼用語補足 

※地域子育て支援拠点事業 

 乳児・幼児とその保護者が自由に利用し、遊びを

通して交流する場を提供するとともに、子育てに役

立つ情報を提供するほか、子育てに関する相談を受

ける事業です。 

R5 年度現在、佐倉市子育て支援センター1 か所、

公立保育園 7 園、私立保育園 8 園、私立認定こども

園 2 園、私立事業所内保育所 1 か所、佐倉市子育て

交流センター1 か所の全 20 か所で実施しています。 



- 50 - 
 

 

（２）情報の発信・啓発 

地域福祉活動への住民参加の促進、団体活動の継続発展につながる情報の

発信・啓発に努めます。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□活動拠点や交流機会

に係る情報発信の強

化 

［社会福祉課］ 

［高齢者福祉課］ 

［障害福祉課］ 

［広報課］ 

 

 地域活動や交流機会の情報が多くの人に行き渡るよう、

広報誌、ホームページ、各種 SNS 等を活用し情報発信を強

化します。 

 またイベントへのオンライン申請による参加申込など、

参加し易い仕組みについて検討します。 

（指標） 

・市広報誌、HP 等に

よる地域活動の情

報発信 

（現状） 

・実施 

（目標） 

・実施強化 

 

 

 

（３）地域福祉活動を支える人材づくり 

  幅広い層の住民が地域活動や福祉活動の担い手となり、活動の裾野を広げ

ていくことが重要です。既に活動している人が様々な活動に関心を持つこと

ができるような環境づくりや、新たな人材の参加を促進するためのきっかけ

づくりを進めていきます。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□担い手養成研修の開  

 催 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

助け合い活動を始めてみたいと思っている方や興味・関

心のある方を対象として、地域における助け合い活動の理

解を深める地域活動の担い手を養成するための講座を開催

します。 

（指標） 

・担い手養成研修

の開催数 

（現状） 

・未実施 

（目標） 

・年 1回以上 
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□シルバー人材センタ

ーへの支援 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

 

 

公益社団法人佐倉市シルバー人材センターを支援するこ

とにより、高齢者の能力を生かした就業機会を提供し、就

業の拡大と雇用の安定を図ります。 

（指標） 

・シルバー人材セン

ター年間就業率 

（現状） 

・81.8％ 

（参考値） 

・85.0％ 

（※R5 年度末

目標値） 
 

□介護人材確保対策 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護サービス分野における慢性的な人手不足の解消を目

指し、介護職員初任者研修を実施するとともに、介護支援

専門員等の資格取得助成事業を実施し、地域における介護

職員への就業につながるよう支援します。 

（指標） 

・介護職員初任者研

修修了者数 

・介護支援専門員等

資格取得補助者数 

（現状） 

・21 人 

 

・0 人 

（目標） 

・24 人 

 

・年 8人 

 

□福祉に関する学習機

会の提供 

［指導課］ 

 

 

 

 

将来の福祉の担い手づくりに向けて、市内小中学校にお

いて、福祉施設等での交流や各種地域行事への参加、介護

体験活動等を実施します。 

（指標） 

・市内小中学校の福

祉体験実施回数 

（現状） 

・●回 

（目標） 

・●回 

 
 

 

 

（４）各種ボランティアの参加促進 

多くのグループが様々なボランティア活動を行っており、福祉や介護を支

える力の一翼を担っています。各種ボランティア活動の支援施策の充実に努

めるとともに、市民がボランティア活動を通して積極的な社会参加ができる

ように、ボランティアセンター、市民公益活動サポートセンター、ボランテ

ィアグループ、関係機関との連携を図りながら、継続的に支援を行います。 
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□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□ボランティア活動の

推進 

［社会福祉課］ 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★第４次地域福祉計画

策定時指標 

 

 

 

 

※ボランティアセンターへの支援及び※市民公益活動サ

ポートセンターの利用促進により、ボランティア団体や市

民公益活動団体等の活性化を図るとともに、市民の積極的

な参加を促進します。 

（指標） 

・地域福祉活動ボラ

ンティア人数（佐

倉市ボランティア

センター登録者

数） 

・介護予防ボランテ

ィア登録人数 

（現状） 

・年間 2835 人 

 

 

 

 

・185 人 

（目標） 

・年間 3000 人 

 

 

 

 

・220 人 

（R5 年度計画

値：参考） 
 

□認知症サポーターの

養成 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせる

ように、認知症への正しい理解をもつ※「認知症サポータ

ー」の養成講座を、学校、職域、地域等様々な所で「出前

講座」を行います。 

（指標） 

・認知症サポーター

養成講座開催数 

（現状） 

・年 30 回 

（618 人） 

（R5 年度計画値） 

・年 40 回 

 

▼用語補足 

※認知症サポーター 

   認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や

家族を応援する人のことです。認知症に対する偏見

や誤解をなくすとともに、地域で暮らす認知症の人

やその家族を見守る応援者として位置付けられてい

ます。(養成講座対象者：佐倉市在住在勤の方) 

▼用語補足 

※佐倉市ボランティアセンター（３か所） 

  佐倉市社会福祉協議会内、西部地域福祉センタ

ー、南部地域福祉センター 

※佐倉市市民公益サポートセンター 

  レインボープラザ佐倉内 
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□※ファミリ―サポー

トセンター事業 

［こども保育課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心して子育てをできる環境を目指し、育児の援助を受

けたい会員と育児の援助を行いたい会員を紹介し、相互援

助活動をサポートします。 

（指標） 

・ファミリーサポート

センター事業利用者

数 

（現状） 

・延べ 5400 人 

（目標） 

・延べ 6300 人 

（R6 年度推計

値：参考） 
 

□※子ども食堂（地域

食堂）の取組推進 

［社会福祉課］ 

［こども政策課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のボランティアが子どもたちに対し、無料又は安価

で栄養のある食事や暖かな団らんを提供する※「子ども食

堂」（地域食堂）（図 3）について、佐倉市社協社会福祉

協議会を通じて、推進します。 

（指標） 

・子ども食堂開設数 

（現状） 

・17 か所 

（目標） 

・23 か所 

（小学校区毎

に１か所） 
 

 

 

 

▼用語補足 

※ファミリーサポートセンター 

  子育ての協力会員（提供会員）が、利用会員（依

頼会員）の依頼を受け、保育施設までの送迎、保護

者の幼児等の場合に子どもを預かる支援などを行う

組織です。 

▼用語補足 

※子ども食堂（地域食堂） 

 子ども食堂は、子どもの食育や居場所づくりにとど

まらず、それを契機として、高齢者や障害者を含む地

域住民の交流拠点に発展する可能性があり、地域 共

生社会の実現に向けて大きな役割を果たすことが期待

されます。 佐倉市では、市社協が呼び掛けて、市内

で活動する子ども食堂のネットワーク「さくらあった

か食堂ネットワーク」が立ち上がり、令和 5年 9月現

在で、市内 17か所に設置されています。 
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図 3「さくらあったか食堂 MAP」 

（令和 5 年 9 月現在：出展：さくらあったか食堂ネットワーク） 
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基本目標５ 
 

 
地域生活課題の解決に資する支援が包括的
に提供される体制を整備します 
 

 

関連する SDGｓ⇒ 

 

□目指す地域像  

 

□誰もが困りごとを気軽に相談できる場所（人）が身近にあり、多様な主体

による、分野を超えた相談支援が行われるまちを目指します。 

 

 

□現状と課題  

市が実施した、市内の相談機関（全 19 か所）に対するアンケート調査（令

和３年度）において、「相談全体の中で、問題が複雑で解決困難のため他の相

談機関と連携して対応している割合」について調査した所、ほぼすべての機関

で増えていると答えています。このように地域では、社会的孤立や 8050 問

題、虐待、障害者本人や家族の高齢化、子どもの貧困など、分野単位の制度の

活用では十分な解決を図ることができない複合的な問題や、制度の狭間のニー

ズが生じています。 

 またバリアフリー新法に基づく高齢者や障害者が暮らしやすい福祉のまちづ

くりが求められ、更には、近年、自然災害が多発する中、市民意識調査の中

で、「災害時に支え合いができるような、住民同士の交流やふれ合いが出来て

いると思いますか」との問いには、約半数近くの方が、「思わない、あまり思

わない」と回答しており、避難に困難を抱える等の「災害弱者」への対応も課

題となっています。（下図参照） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市相談機関調査          出典：市民意識調査 

思う

15%

どちら

かとい

うと思

う

37%

あまり思

わない

34%

思わな

い

11%

無回答

3%

災害時の支合いが出来ているか

25％未

満

53%

50％未

満

21%

75％未

満

10%

それ以外

16%

相談全体の中で、他の相談機関

と連携して対応している割合
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□基本方針   

令和２年６月に可決・成立した改正社会福祉法では、市町村の任意事業とし

て、地域住民の複雑化・多様化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を

構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施

する「重層的支援体制整備事業」の創設と、市町村地域福祉計画に「包括的な

支援体制の整備に関する事項」を盛り込むことが明記されました 

このような国の動きを注視し、既存の地域の連携体制や相談支援体制を踏ま

えながら、生活課題を抱えた人を早期に発見し、本人や世帯の状況に応じて、

幅広く受け止め、支援を行うことが必要であり、住民が身近なところで気軽に

相談を行える体制づくりを進めます。 

 

（１）地域で気づき、受け止め、解決を試みる体制づくり 

生活課題を抱える住民を早期に発見するため、身近な地域住民等による「気

づき」を促すとともに、身近な場所で住民が気軽に相談できるように、地区社

協の「支え合い活動」や「子ども食堂（地域食堂）」などを通じて、地域で相

談を受け止める場を拡充していきます。更に得られた情報を地域の団体や福

祉施設等が共有し、解決に向けた対応策を話し合うなど、「最も身近な福祉の

ネットワーク」づくりを各地域で進めます。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□身近な地域での「気

づき」の促進 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

★第４次地域福祉計画

指標＆令和５年度市

民意識調査項目 

 

 

身近な地域で、支援を必要とする住民の早期発見・把握

に繋げるために、社会福祉協議会と連携して、地域の様々

な団体等への研修や周知・啓発等を進めることにより、ご

近所づきあいや地域の見守り活動等における、身近な地域

での「気づき」を促していきます。 

（指標） 

・地域での集い等の

機会を捉えて周知

啓発 

・支え合いや助け合

いができるよう

な、住民同士の交

流意識 

（現状） 

・実施 

 

 

・●％ 

（方向） 

・実施継続 

 

 

・60％ 
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□地域で相談を受け

止める体制づくり 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会と連携し、地区社協の※「支えあいサー

ビス」や、「子ども食堂（地域食堂）」など、身近な地域

で相談を受け止める活動や場の設置や、地域で解決を試み

ることができる最も身近なネットワークづくりを支援して

いきます。 

（指標） 

・支えあいサービ

スの活動か所数 

（現状） 

・11 か所 

（方向） 

・11 か所継続 

 

□高齢者見守り協力

事業者ネットワー

ク事業 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

近隣住民の声かけや自治会等の見守り活動を補完するた

め、協力事業者の方々と協定を締結し、見守り体制の構築

に努めます。 

（指標） 

・見守り活動協力事業

者協定数 

（現状） 

・86 事業者 

（目標） 

・90 事業者 

 

□2市１町 SOS ネッ

トワークによる行

方不明者の早期発

見促進 

［高齢者福祉課］ 

［危機管理課］ 

 

 

 

 

 

 

2 市 1町 SOS ネットワーク（佐倉市、八街市、酒々井

町、佐倉警察署、消防組合等で構成する協議会）におい

て、徘徊等で行方不明となった認知症高齢者を迅速に発見

するため、防災無線等による情報提供を行い、市民に協力

を呼びかけます。 

（指標） 

・防災無線等による呼

びかけによる行方不

明者判明率 

・SOS ステッカー事前登

録者数（交付数） 

（現状） 

・91％ 

 

 

・313 人 

（目標） 

・97％ 

 

 

・400 人 

 

 
 

▼用語補足 

※支えあいサービス 

 地区社協が実施する、日常のちょっとした困りご

とを地域の方がサポートしてくれるサービスです。 

現在 11 地区社協で種々の生活支援、買い物支援等

を行っています。 
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（２）各分野の相談機関協働によるネットワークの整備と連携 

複合的な生活課題を抱える世帯や、制度の狭間にある世帯など、一つの分

野で解決することが難しい課題に対応していくため、各分野の相談支援機関

がネットワークをつくり、協働して解決を図ります。 

また地域に出向く※アウトリーチ型支援や※伴走型支援によって、住民へ

の個別アプローチを行い、地域で受け止めた相談で解決の難しい事案等につ

いて、行政をはじめ、関係機関・団体等とのつなぎ役となる※「地域福祉コ

ーディネーター」等が、相談を拾い上げるなど、市全域での包括的な相談支

援体制の充実・強化を図ります。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□各分野の相談機関ネ

ットワークの推進 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

一つの相談支援機関では解決が困難な事例について、必

要な相談支援機関に適切につなぐことができるように、相

談支援のネットワークを強化します。 

また、地域ボランティアをはじめとする地域住民との連

携を強化し、支援を必要とする人の早期把握に努めます。 

（手段） 

・解決困難事例の相談

支援機関のつなぎに

よる情報共有 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・実施強化 

 

 

▼用語補足 

※アウトリーチ型支援 

  様々な事情により、行政機関や支援拠点等と自ら接点を持ちにくいご家庭に対し

て、支援機関や団体などが訪問等により積極的に働きかけを行う支援。 

※伴走型支援 

  社会復帰や生活再建を目指す人に対して、本人に寄り添いながらその時々の状況

に対応した支援を行うこと。 

 ※地域福祉コーディネーター 

  地域の困りごとの相談や支援の必要な人への見守り体制を築くために、地域のア

ンテナ役、パイプ役（つなぎ役）として、各種団体や専門職、ボランティアと連携

して地域福祉活動の推進を図ります。 
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（３）各分野における相談支援体制の充実 

福祉サービスの利用者が適切なサービス提供を受けられるように、各分野

の相談機関（図 4）における相談支援体制の充実を図ります。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□※地域包括ケアシ

ステムの構築に向

けた取り組み 

［高齢者福祉課］ 

高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で日常生活を営

むことができるよう、住まい、介護予防、生活支援、医

療、介護を包括的に提供される※「地域包括ケアシステ

ム」の構築を推進します。 

（指標） 

・介護予防ケアマネジ

メント延べ利用者数 

（現状） 

8538 人 

（目標） 

7680 人 

 

□高齢者の相談支援 

［高齢者福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★令和５年度市民意

識調査項目 

 市内５か所に設置されている※「地域包括支援センタ

ー」において、専門職である保健師、社会福祉士、主任介

護支援専門員等が、関係機関と連携して、高齢者の総合的

な相談支援を行います。 

（指標） 

・「地域包括支援セン

ター」の認知度 

・地域包括支援センタ

ー相談件数 

（現状） 

・67.4％ 

 

・5990 件 

（目標） 

・70.0％ 

 

・6500 件 

 

 

▼用語補足 

※地域包括支援センター 

  高齢者の介護予防ケアマネジメントを行うほか、

高齢者虐待への対応、権利や財産を守る成年後見制

度の利用支援を行っています。 

▼用語補足 

※地域法包括ケアシステム 

  団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に医

療、介護、予防、住まい、生活支援の取組が一体的に

提供される地域での体制のこと。 
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□障害者の相談支援 

［障害福祉課］ 

市内５か所に設置されている「障害者相談支援事業所」に

おいて、居宅生活支援、社会生活力を高めるための支援等を

行います。 

（指標） 

・障害者相談支援事業

所相談件数 

（現状） 

・3343 件 

（方向） 

・支援継続 

 

□妊産婦・子育て世

帯・子どもへの相

談支援 

［こども保育課］ 

［こども家庭課］ 

［母子保健課］ 

 

 

 

 妊産婦・子育て世帯・子どもが気軽に相談できる場を市役

所内、保健センター、地域子育て支援拠点等に設置し、関係

各署が連携しながら、様々な資源や支援メニューへとつなぎ

ます。 

（指標） 

・子育て相談件数 

・乳児家庭全戸訪問実

施率 

（現状） 

・1913 件 

・100％ 

（方向） 

・支援継続 

・100％ 

 

□ゲートキーパーの

養成 

 ［健康推進課］ 

［人事課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ゲートキーパー」養成研修を開催し、自殺予防の推進

に資する職員を養成します。 

（指標） 

・ゲートキーパー養

成研修開催数 

（現状） 

・年 1回 

（目標） 

・年 1回以上 

（維持） 
 

 

 

▼用語補足 

※ゲートキーパー 

 悩んでいる人を、命を絶つ道へ向かわせないため

に、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、

必要な支援につなげる人. 

（養成研修対象者） 

職員、民生委員・児童委員、ケアマネージャー、地域

包括支援センター職員、教職員、各種相談員、一般市

民） 
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□生活困窮者自立相

談支援 

（★重点施策） 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市役所内に設置している※「くらしサポートセンター佐

倉」にて主に経済的な理由によりお困りの方に対し、それぞ

れの状況に合わせた支援プランを作成し他の専門機関と連携

して、解決に向けた支援を行います。 

（指標） 

・生活困窮者自立支

援新規相談件数 

・自立支援プラン決

定件数 

（現状） 

・年 532 件 

 

・年 168 件 

（目標） 

・年 682 件 

 

・年 180 件 

 

図 4 <佐倉市相談支援機関（施設）所在図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼用語補足 

 ※くらしサポートセンター佐倉 

  生活費が足りない、仕事が決まらない等様々な事情

で生活に困窮する方への包括的な支援を実施すること

を目的に、平成 25年度より市役所にて開設。 
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（４）生活困窮世帯等への支援 

  居住や就労等さまざまな課題を抱える生活困窮世帯の自立促進に向け、各

種支援を行います。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□生活困窮者自立支援

金支給 

（★重点施策） 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

生活困窮者に対する自立促進のために、支援金を支給し

ます。また、社会福祉協議会を通じて、※善意銀行や生活

一次資金貸付事業の周知を図ります。 

（指標） 

・住居確保給付金新

規支給決定件数 

・生活一時資金等の

周知 

（現状） 

・10 件 

 

・実施 

（目標） 

・10 件 

（支援継続） 

・実施継続 

 

□多重債務者への相談

窓口の周知啓発 

［自治人権推進課］ 

 

 

 

 

多重債務者へ債務整理等の助言を行う専門機関について

周知啓発します。 

（手段） 

・相談窓口の周知啓

発 

（チラシ配布・HP掲

載等） 

（現状） 

・実施 

（目標） 

・年 1回以上

実施 

 

 
 

▼用語補足 

 ※善意銀行 

  市民、企業、団体の皆さんの「社会のために何か

役に立ちたい」という善意を活かすため、現金、物

品等のご寄附をいただき、各福祉施設につなぐ事

業。 

 ※生活一時資金貸付事業 

  国民金融公庫等他の融資を受けられない生活困窮

世帯の自立に役立てていただくための貸付制度。資

金貸付と民生委員・社協の生活支援とが一体となっ

て、支援を行うことが特徴となっている。 
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□市税及び国民健康保

険税の納税相談 

［債権管理課］ 

［健康保険課］ 

 

 

 

納税困難な方に対して、納税相談を促し、生活困窮者の

実情を踏まえた納税計画の指導を行います。 

（指標） 

・市税・国保税の納

税相談件数 

（現状） 

・電話相談

1452 件 

窓口相談 

1253 件 

（方向） 

・相談継続 

 

 

□就学援助制度の推  

 進 

［学務課］ 

 

 

 

経済的理由により就学困難な児童・生徒に対し、給食

費、学用品費等を支援します。 

（指標） 

・市内小中学校就学

援助認定数 

（現状） 

・小学校 578 人 

 中学校 385 人 

（方向） 

・援助継続 

 

□就労困難者就労支 

 援 

［社会福祉課］ 

［人事課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「くらしサポートセンター佐倉」における就労支援のほ

か、生活保護世帯に対する指導援助の一環として、就職困

難者への雇用・就労の促進を図ります。 

また任用環境が厳しい障害者に対し、就労機会の場とし

て、市役所内に※「チャレンジドオフィスさくら」を設置

し、職業訓練を実施することで、一般企業で働く能力を養

成します。 
 

（指標） 

・生活保護自立助長

世帯数 

・チャレンジドオフ

ィスで任用した障

害者数 

（現状） 

23 世帯 

 

・4 人 

（目標） 

・30 世帯 

 

・4 人以上 

 
 

▼用語補足 

※チャレンジドオフィスさくら 

  就労機会が少ない障害をお持ちの方に、市役所内

で職業訓練を実施することで、一般企業で働く能力

を養成し、就職活動を支援します。令和 5 年度現在

で、任用者 5人。 
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□ひとり親家庭等医療

費支援 

［こども家庭課］ 

 

 

 

ひとり親家庭に対し、医療費等の一部を助成し、生活の

安定確保と健康の保持を図ります。 

（指標） 

・ひとり親世帯医療

費助成世帯数 

（現状） 

・950 世帯 

（方向） 

・支援継続 

 

□市営住宅の管理運  

 営 

［住宅課］ 

 

 

 

 

 

 

 

住宅に困窮する世帯に対し、低廉な家賃で賃貸を行う※

「佐倉市市営住宅」の管理運営を行います。 

（指標） 

・市営住宅入居率 

（現状） 

・93.6％ 

（目標） 

・95.9％ 

 

□生活困窮世帯におけ

る子どもの学習支援 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 相談者の希望に基づき、子どもの学習支援活動を※学習

支援協力団体につなげて、学習支援を実施します。 
 

（指標） 

・学習支援協力 

団体数 

（現状） 

・6団体 

（目標） 

・6団体以上 

▼用語補足 

 ※学習支援協力団体 
主な参加者は、各地区の民生委員・児童委員やボ

ランティアの一般市民が活動しています。基本的に
は、小・中学生の基礎学習支援です。 

 
<支援団体> 

・イルカの会（ボランティア団体） 
・ねっこの会（ボランティア団体） 
・ほっと・すぺーす・わかば（ボランティア団体） 
・ほっとすぺーす・つき（NPO 法人） 
・青い鳥の会（ボランティア団体） 
・しづっ子クラブ（地区社会福祉協議会） 

             ※令和２年３月 31日現在 

▼用語補足 

 ※佐倉市市営住宅 

  R5 年度現在、市内 5か所（真野台、上座、堀之

内、大蛇町、藤沢町）に設置。 
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□※ヤングケアラーに

ついての相談窓口の

充実と支援人材の育

成 

［こども家庭課］ 

［社会福祉課］ 

［指導課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★令和５年度市民意

識調査項目 

 貧困や※ヤングケアラーなど、困難な状況にある子ども

や家庭に対し、適切な支援につなげていくための相談窓口

の充実や人材の育成を図ります。 

 

（指標） 

・各所管課間の情報共

有と研修の実施 

・ヤングケアラーの認

知度 

（現状） 

・一部実施 

 

・80％ 

（目標） 

・実施（強化） 

 

・85％ 

 

（５）高齢者や障害者が暮らしやすい住環境の整備等 

  高齢者や障害者が暮らしやすい都市環境や児童生徒の安全安心の確保等を

目指し、計画的なまちづくりを推進します。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□高齢者等の

住まいに関

する情報提

供 

［住宅課］ 

［社会福祉

課］ 

［高齢者福祉

課］ 

 

住宅確保に配慮が必要な高齢者等が適切に住宅を確保できるよ

う、市営住宅、県営住宅等の公営住宅の紹介のほか、千葉県の指定

を受けた居住支援法人など民間の関係機関と連携し、住まいに関す

る情報提供を行います。 

（手段） 

・高齢者向けの住宅諸

制度の周知 

（現状） 

・実施 

 

（方向） 

・実施 

（周知継続） 
 

▼用語補足 

 ※ヤングケアラー 

  障害や病気のある家族等に代わり、本来大人が担

うべき家事や家族の世話などを日常的に行っている

子どものこと。勉強や友人と遊ぶ時間が奪われ、学

力への影響が懸念されています。ひとり親世帯、専

業主婦、晩婚化等の増加が原因と言われています。 
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□安心して利

用できる交

通基盤の整

備 

［道路建設

課］ 

［都市計画

課］ 

 

 高齢者や障害者が安全安心して移動できるように、市街地におけ

る勾配や段差の解消等歩道の改善、視覚障害者用誘導ブロックの整

備等を推進します。 

（指標） 

・視覚障害者用誘導ブロ

ックの整備延長 

（現状） 

・約９㎞ 

（方向） 

・整備か

所選定 
 

□移動困難者

に対する支

援 

［障害福祉

課］ 

［介護保険

課］ 

 

 

 

 

 

移動が困難な要介護者や身体障害者等に対し、通院や買い物等の

移動を支援する外出支援サービスを行う事業者等について、必要と

する人への情報提供に努めます。 

また重度心身障害者等の移動支援のため、タクシー料金の一部を

助成します。 

（手段） 

・移動支援サービスの啓発 

・重度心身障害者タクシー

利用助成者数 

（現状） 

・実施 

・1676 人 

（方向） 

・啓発継続 

・周知継続 
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□公共交通の

整備 

［都市計画

課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者や障害者の日常生活の移動手段の確保のため、民間路線バ

ス及び※佐倉市コミュニティバスの運賃助成及び交通網の維持を図

ります。 

またエレベーターや車いす対応トイレの設置が未整備の鉄道駅に

ついて、支援していきます。 

（指標） 

・コミュニティバス運賃

割引パス発行数 

（後期高齢者） 

（現状） 

・257 件 

（目標） 

・実施継続 

 

□学校通学路

安全確保 

［学務課］ 

 

 

 

登下校時の通学路及び学校敷地内の巡回警備を行い、児童・生徒

の安全安心の確保とともに学校と地域の交流を図ります。 

指標） 

・通学路の巡回警備

回数 

（現状） 

・年間 199 回 

（目標） 

・年間 200 回 

 

□公共施設等

の整備にお

ける※ユニ

バーサルデ

ザイン化の

推進 

［該当施設所

管課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バ

リアフリー新法）や「千葉県福祉のまちづくり条例」、「佐倉市住

生活基本計画」に基づき、高齢者や障害者等が円滑に利用できる※

ユニバーサルデザインによる施設づくりを推進します。 

（手段） 

・公共施設整備時のユニ

バーサルデザインによ

る施設づくり要請 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・実施 

（要請継続） 

 

▼用語補足 

※佐倉市コミュニティバス 

  主に民間路線バスが運行していない交通空白区域を運行

し、現在５ルート（内郷、志津北側、畔田下志津、南部、飯

重寺崎）が設定され運行されている。 

▼用語補足 

※ユニバーサルデザイン 

  「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害

の有無に関わらず、出来るだけ多くの人が利用可能である

ようにデザインすること。 



- 68 - 
 

 

 

（６）災害時に助け合える体制づくり 

ここ数年、当該地域においても多くの自然災害が発生しています。20 年内

には巨大地震の発生も予測される中、避難に困難を抱えていたり、災害情報

が入手しづらかったりする「災害弱者」といわれる住民へのケアが課題とな

っています。そこで、災害に備え、災害時に支援を必要とする高齢者や障害

者などの災害時要援護者を対象とした安否確認や避難誘導等の支援を円滑に

行うことができるよう、啓発するとともに、平常時及び災害時における要援

護者支援体制の整備を推進します。 

 

□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□相談支援機関や事業

所との連携 

［社会福祉課］ 

［危機管理課］ 

 

 

 

 災害時に災害時要援護者の支援を効果的に行うため、日

頃から要援護者の状況を把握している相談支援機関等との

連携を図ります。 

（手段） 

・相談支援機関との

情報共有等連携 

（現状） 

・未実施 

（方向） 

・実施 

 

□個別避難計画の作成

推進 

［社会福祉課］ 

［危機管理課］ 

 

 

 

 ※「避難行動要支援者名簿」（次項で解説）登録者のう

ち、佐倉市ハザードマップで災害危険度が高いとされる地

域に居住する方の個別避難計画の作成率を向上させます。 

（指標） 

・個別避難計画の作

成率向上 

（現状） 

・0％ 

（目標） 

・50％ 

 

□※避難行動要支援者

名簿の周知、活用 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害に備え、※「避難行動要支援者名簿」の内容や必要

性について周知啓発し、避難行動に支援が必要にも関わら

ず登録に至っていない人の名簿登録を促進します。  
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また同名簿を、民生委員・児童委員等の見守り活動等に

活用することにより、要支援者を見守る取り組みを進めま

す。 

（指標） 

・避難行動要支援者

名簿登載同意者率 

（現状） 

・71％ 

（目標） 

・75％ 

 

 
 
 

□避難所での福祉的

な配慮 

［社会福祉課］ 

［危機管理課］ 

 

 

 

 避難所において、福祉的な配慮がなされるよう、平常時か

ら地域と連携し、防災訓練を行い、円滑な避難所運営に向け

た取り組みを行います。 

（指標） 

・避難所での福祉的配

慮周知・啓発 

（現状） 

・実施 

（目標） 

・実施継続 

 

▼用語補足 

※「避難行動要支援者名簿」 

災害時の安否確認や避難支援、日頃の見守り活動

などに役立てるために、避難行動要支援者ご本人の

同意を得て、地域の避難支援関係者（自治会地区社

会福祉協議会、民生委員児童委員）に提供する名簿

です。その搭載状況は円グラフの通り、同意者名簿

登載者の人数がまだ低い状況です。 

 

71%
0%

29%

避難行動要支援者名簿登載状況

同意者名簿登載者

非同意者

意向確認未回答者
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□福祉避難所の整備 

［社会福祉課］ 

［危機管理課］ 

 

 

 

 協力福祉避難所のうち、佐倉市ハザードマップで災害危険

度が高いとされる地域以外にある福祉避難所の指定福祉避難

所化率向上に取り組みます。 

（指標） 

・指定福祉避難所の整備

率 

（現状） 

・0％ 

 

（目標） 

・50％ 

 

□災害ボランティア

センターの体制強

化 

［社会福祉課］ 

［危機管理課］ 

 

 社会福祉協議会との連携のもと、災害ボランティアセンタ

ーを円滑に運営できるよう、体制強化に努めます。 

（指標） 

・災害ボランティアセン

ターの立ち上げを想定

した社協との情報共有 

（現状） 

・実施 

（目標） 

・実施継続 

 

□災害時の緊急支援 

［住宅課］ 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 大規模災害時に特段の配慮を有する方に対して、市営住宅

の一時的な使用を許可することで支援します。 

また社会福祉協議会と連携し、子ども（地域）食堂に対し

て、被災者向けの食料品配布等の協力を要請します。 

（手段） 

・災害時の市営住宅一

時使用許可 

・災害時子ども食堂で

の食料品配布要請 

（現状） 

・実施 

 

・未実施 

（方向） 

・実施継続 

 

・実施 

 

□健康危機対策 

［健康推進課］ 

 

 

 

 感染症の蔓延や災害時の健康危機事案に備え、各保健セン

ターに必要な物資（消毒剤、防護服、救急蘇生セット、サー

ジカルマスク、非接触型体温計等）を備蓄します。 

（手段） 

・各保健センターにおけ

る必要な物資の備蓄 

（現状） 

・実施 

（方向） 

・備蓄継続 

 

 

 
★重点施策 
 

 
訪問支援（アウトリーチ）型の相談支援
体制を推進します 
 

 

関連する SDGｓ⇒ 
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（１）重点施策の設定 

基本目標５において、「相談支援体制の充実」を位置付けていますが、その

過程において、（高齢、障害、児童等）の分野別サービスだけでは対応できな

い複合的な生活課題を有している事例が広がっています。こうした生活課題に

ついては、個別性が高いことに加え、その背景には社会的孤立などに陥ってい

ることが多く、このため本人（世帯）が相談に来ることを待つのではなく、

「地域福祉コーディネーター」といった専門職が足を運び、課題を拾い上げ、

潜在的な支援ニーズをつかみ、「支援を届ける」姿勢で積極的に訪問支援（ア

ウトリーチ）していくことが求められています。そこで本計画では、基本目標

5において、「各分野の相談機関ネットワークの推進」「訪問支援（アウトリー

チ）型相談体制の整備」を施策の中に位置づけ、市全域での包括的な相談支援

体制をさらに強化・推進していくこととします。 

 

とりわけ、「訪問支援（アウトリーチ）型相談体制の推進」については、 

●市として新たな取り組みであること、 

●専門職としての「地域福祉コーディネーター」の役割が、社会福祉法の改

正に基づく包括的な支援体制の整備において要請されている「相談支

援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」について、親和性のある取

り組みであること、 

●既に市で実施している生活困窮世帯等への支援の面からも、有効な取り組

みであること 

などの理由から、改めて市の【重点施策】として設定するものとします。 

 

（２）生活困窮者対策と訪問支援（アウトリーチ） 

① 生活困窮者対策における訪問支援（アウトリーチ）の必要性 

近年、経済的困窮や社会的孤立といった生活困窮者（世帯）が広がっていま

す。ひとり親世帯の貧困率は、5割を超え、「広義のひきこもり」は、15 歳～

39 歳で約 50 万人、40 歳～64 歳で 60 万人を超えると推計されています。 

社会的孤立は、生活困窮世帯を生み、お互いに絡み合いながら深刻化しま

す。ひとり親の生活困窮化による「子どもの貧困」、ひきこもりの中年の子が

高齢の親と同居する中で、介護、経済的困窮、社会的孤立などの問題が複合的

に表れる、いわゆる「8050 問題」などはその一例です。 
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内閣府の調査を踏まえると、佐倉市内に、少なくとも 1,500 人以上のひきこ

もりの方がいると推測されていますが、現在市事業である※「生活困窮者自立

支援事業」の中で、公にひきこもりと把握している方は、100 人に満たない状

況です。ひきこもりの方の平均ひきこもり期間は、11 年 8 か月とされていま

す。長期にわたり孤立状態にある方にとって、自ら相談に出かけること自体困

難ですので、当然、これまでのように「相談所」で待つ形では解決せず、こう

した方々を様々なネットワークから探し出し拾い上げるには、専門的な知識と

技術を持った職員の「アウトリーチ」が必要です。 

そこで、佐倉市では、「生活困窮者自立支援事業」の中で、専門職である

「地域福祉コーディネーター」を「（仮称）生活困窮者自立支援相談員」とし

て地域に配置し、孤独・孤立の状態にある方や、生活困窮者をアウトリーチに

より拾い上げ、支援を進めるものとします。 

 

※生活困窮者自立支援事業 

生活困窮者自立支援法の施行に伴い、平成 27 年度より実施。 

生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立といった個人

の状況に応じた、包括的な支援を行い、地域における関係機関、団体との連

携により、生活困窮者が困窮状態から脱却することを支援する。 

またひきこもり状態の方、家族等に対する訪問相談支援を実施することに

より、外出支援、就労意欲に対する意欲喚起を行い、就労自立へ導くサポー

トを行う。 

主な相談窓口：「くらしサポートセンター佐倉」（市役所４号館地下） 

 

② 連携による効果 

 「（仮称）生活困窮者自立支援相談員（地域福祉コーディネーター）」のアウ

トリーチにより、現状で支援の手が差し伸べられていない、ひきこもり等の孤

独・孤立の状況にある方、制度の狭間や複合的な要因で困窮している方を拾い

上げ、支援につなげることが期待できます。 

 また佐倉市は、５圏域に１名ずつ※「生活支援コーディネーター」を配置し

ており、更に市内１４地区に設置されている地区社会福祉協議会や民生委員・

児童委員、各種ボランティア団体が組織化され、更には地域包括支援センター

や社会福祉法人等の各種相談機関など、地域課題解決に向けた一定のネットワ

ークが構築されており、これらと「地域福祉コーディネーター」が有機的に繋

がりあうことで、迅速な課題解決が期待できると考えます。 
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③ 伴走型支援の推進 

これまで「支援」といえば、「問題を解決すること」だと考えることが多か

ったように思いますが、「なかなか解決しない」という現実の厳しさも現場で

は多々あります。孤独・孤立といったこと自体がその人の苦しみである場合、

これまでの（金銭・現物・サービス）給付による「課題解決型支援」だけで

は、なかなか対処が困難であったのも事実です。そこでこれら「課題解決型支

援」に加え※「伴走型支援」という支援を併設的に持つことが重要になりま

す。「課題解決型支援」の目的が、「解決」である一方で、「伴走型支援」の目

的は、「つながること」です。「伴走型支援」において相談を受けることは、

「解決する」ではなく、「孤立させない」ということです。不安定な雇用慣行

の常態化が進む昨今、一旦就労自立を果たせても、その後第 2第 3の危機が訪

れることは容易に予測されます。問題解決と同時に「つながる」こと自体の必

要性が高まっています。今後も貧困や格差が広がる中で、地域共生社会におけ

る「断らない相談」を構築していく上で、これらを「支援の両輪」として位置

付けることが重要です。今次計画の生活困窮者支援については、「地域福祉コ

ーディネーター」の持つアウトリーチ機能のうち、「孤独・孤立」化による生

活困窮者の拾い上げ機能のみならず、就労支援による自立後、様々なネットワ

ークを用いながら、「伴走型支援機能」も併せ持つものとして、その作用に着

目し、推進するものです。 

 

▼用語補足 

※「生活支援コーディネーター」 

各圏域に設置している包括支援センターに１名配置されています。活動内容と

しては、地域ニーズの把握、支え合い活動の体制づくり、地域内の取組・活動と

ニーズのマッチング等が挙げられます。 

「地域福祉コーディネーター」が全世代を支援の対照としているのに対し、「生

活支援コーディネーター」は、地域の高齢者を対象にしています。 

▼用語補足 

※「伴走型支援」 

深刻化する「社会的孤立」に対応するため、「つながり続けること」を目的とす

る支援。社会的孤立は、生きる意欲や働く意欲の低下、社会的サポートとつながら

ない等のリスクを生むことになります。 
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出典：厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働 

の推進に関する検討会（地域共生社会推進検討会）の最終とりまとめ 

 

④ 「（仮称）生活困窮者自立支援相談員」の配置方針 

 生活困窮者自立支援事業における専門職「（仮称）生活困窮者自立支援相談

員（地域福祉コーディネーター）」の要員配置は、圏域ごとの配置を基本に、

配置スタート時点（令和 6年度）においては、市の相談スペースが確保しやす

い佐倉市役所（佐倉圏域）、西部保健センター（志津南部圏域）、南部保健セン

ター（南部圏域）の 3拠点に配置し、その後残る２圏域に順次配置するものと

します。なお、配置１年目は圏域内の自治会や関係団体などに、その存在と役

割を認識していただく活動を、２年目はアウトリーチを通じて地域課題を把握

することを、３年目以降は、把握した課題を自治会の皆さんやボランティア地

域住民の方と一緒に解決に向けた活動を実践することとします。 

 

（３）地域福祉コーディネーターの役割と留意点 

専門職である地域福祉コーディネーターは、前述（基本目標５参照）のとお

り、制度の狭間、複合的な要因で困っている方、困りごとがあっても自分から

相談できない方なども含め、身近な生活課題をアウトリーチにより拾い上げ、

近隣住民、関係者、関係機関と連絡調整しながら繋ぎます。また、地域で支え

合う仕組みを地域の皆さんと一緒に考え、構築していく役割を持っています。

（下グラフ「地域福祉コーディネーター活動内容・繋いだ先」参照） 
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提供元：佐倉市社会福祉協議会 

 

本市の地域福祉コーディネーターの取組は、社会福祉法人佐倉市社会福祉協

議会（＝以下「市社協」）により、令和３年度から、志津南部地区を圏域とす

るモデル事業としてスタートしています。市社祉ではモデル事業最終年度であ

る令和５年度の実績を踏まえ、市社協策定の第７次地域福祉活動計画（令和６

年度～令和９年度）において、最終的には、市全域に（１圏域１名ずつ、計５

名）配置することとしております。 

今回、生活困窮者自立支援事業において配置する「（仮称）生活困窮者自立

支援相談員（地域福祉コーディネーター）」は、佐倉市が設置主体となり、運

用していくことになります。 

 

アウトリーチによる生活困窮者相談支援体制イメージ図 
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□主な取組例  

施策・事業 内 容 

□生活困窮者自立相談

支援（再掲） 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市役所内に設置している「くらしサポートセンター」に

て、主に経済的な理由によりお困りの方に対し、それぞれ

の状況に合わせた支援プランを作成し他の専門機関と連携

して、解決に向けた支援を行います。 

 

（指標） 

・生活困窮者支援プ

ラン決定件数 

・生活困窮者自立支

援相談者のうち就

労に至った人の定

着率 

（現状） 

・168 件 

 

・測定未実施 

（目標） 

・180 件 

 

・測定実施 

 

□自ら相談機関に出向

くことが困難な場合

等に対応する相談支

援体制の整備 

［社会福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引きこもりや生活困窮等により、社会的に孤立し自ら相

談機関に出向くことが困難な場合、また制度の狭間や複合

化する種々の生活問題に対応するため、地域において、ア

ウトリーチによる訪問支援、本人に寄り添う伴走型の相談

支援体制を整備行います。 

 

（指標） 

・「（仮称）生活困

窮者相談員」訪問

件数 

・「（仮称）生活困

窮者相談員」繋ぎ

件数 

（現状） 

・0件 

 

 

・0 件 

（目標） 

・4900 件 

 

 

・630 件 
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第５章 計画の進行管理 
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第５章 計画の進行管理          

 
 

計画の進行管理は、「計画」（Plan）→「実行」（Do） →「評価」（Check） 

→「見直し」（Act）を繰り返す「PDCA サイクル」の考え方に基づいて実施しま

す。 

第５次計画を実効性あるものとして推進するためには、計画に基づく施策の

進捗状況の確認と要因分析を行い、予め設定した指標（下表）を参考に、「佐

倉市地域福祉計画推進委員会」（以下推進委員会）において、評価をいただ

き、その結果を実施計画の見直しにつなげていきます。 

なお、本計画における取組は、本市の社会情勢や国の施策展開状況など、総

合的に勘案した上で、随時見直しを行うこととします。 

 

〖PDCA サイクルによる計画の進行管理〗 

 

 

 

 

  

Plan

Do

Check

Action

計画に基づく事業の 

立案 

評価による事業展開の

見直し 

 

事業の実施 
実施計画の集計と評価

の実行⮕結果公表 

推進委員会、市民、事

業者からの意見 
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指標（手段） 現状 

（令和 4 年度） 

目標（方向） 

（令和 9 年度） 

基本目標１ 

～権利擁護と人権尊重の取組を進めます～ 

（１）権利擁護の推進 

 □成年後見制度の周知啓発の強化  

 （・中核機関（佐倉市成年後見支援センター）

による相談会） 

 （・専門家等による講演会の実施） 

□相談機能及び成年後見人等支援の強化 

   ・専門家による相談会開催数 

□成年後見人等の養成 

・市民後見人候補者名簿登録者数 

（２）人権教育・啓発の推進 

 □人権啓発の推進 

  ・人権啓発広報番組放送回数 

 □男女平等参画の推進 

  ・広報紙に男女平等参画関係掲載数  

・地域活動の女性リーダー育成講座開催数 

□インクルーシブ教育推進 

・教職員向け人権教育研修会の実施数 

 □多様な性 LGBTQ+に関する啓発 

（・ガイドラインの周知） 

□障害理解の促進に関する啓発 

・障害者理解促進に係るイベント参加者数 

□障害者差別解消への取組 

（・障害者差別解消に関する市 HP等による周知

啓発） 

（３）虐待防止活動の推進 

 □虐待防止ネットワークの連携推進 

  ・児童、高齢者、障害者虐待等の相談対応率 

 

 

 

 

（実施） 

 

（実施） 

 

年 4 回 

 

8 人 

 

 

年 1 回 

 

年 9 回 

年 1 回 

 

年 1 回 

 

（実施） 

 

481 人 

 

（実施） 

 

 

 

100％ 

 

 

 

 

（実施継続） 

 

（実施継続） 

 

年 4 回以上 

 

20 人 

 

 

年 1 回以上 

 

年 10 回以上 

年 1 回以上 

 

年 1 回以上 

 

（実施継続） 

 

 630 人 

 

（実施継続） 

 

 

 

100％（維持） 

基本目標２ 

～福祉サービスの利用を促進します～ 

（１）個別計画の推進 

 □関連個別福祉計画の推進 

  ・関連個別計画の達成率 

（２）福祉サービスの情報提供・発信の充実 

 □ホームページなどによる情報発信 

 

 

 

 

各計画の現状値 

 

 

 

 

 

 

各計画の目標値 
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・市ホームページを活用する人の割合 

・相談・支援を受ける環境が整備されている

と思う意識 

 □プッシュ型の情報提供サイトの利用促進  

（・マチイロ周知啓発） 

□障害者の情報アクセシビリティの向上 

・手話奉仕員養成講座（後期）受講修了者数 

・市立図書館の視覚障害者等サービス利用登  

 録者数 

（３）情報化の推進 

 □将来の地域福祉の担い手に向けた効果的情報

発信 

 （・地域福祉に関する電子媒体を使った情報提

供） 

 □高齢者、障害者等への IT支援 

・シニア向けスマートフォン講習会の開催

（講座数） 

 □外国人に対する情報支援 

・外国語対応の相談窓口開設日数 

  ・国際理解講演会開催数 

 38％ 

 ●％ 

 

 

（実施） 

 

 8 人 

 8 人 

 

 

 

 

（実施） 

 

 

・年 105 回 

 

 

年 88 日 

年 2 回 

42％ 

45％ 

 

 

（実施継続） 

 

20 人 

16 人 

 

 

 

 

（実施継続） 

 

 

（実施継続） 

 

 

年 88 日以上 

年 2 回以上 

基本目標３ 

～地域の社会福祉を目的とする事業の活性化を推

進します～ 

（１）地域福祉活動団体（個人）との連携・支援 

 □ご近所の関係づくりや孤立を防ぐ地域づくり

の啓発 

（・市広報、自治会町内会、民生委員を通じた

啓発） 

□自治会等との連携・支援 

・自治振興交付金で支援している自治会等の

割合 

□市社会福祉協議会との連携・推進 

 ・市、市社協連絡会議の開催数 

□更生保護活動団体との連携・支援 

 ・社会を明るくする運動の街頭啓発活動にお

ける啓発物資直接配布数 

 ・社会を明るくする運動講演会回数 

□民生委員・児童委員活動の支援 

 

 

 

 

 

 

（実施） 

 

 

84％ 

 

 

年 12 回 

 

 1000 セット 

 

 年 1回 

 

 

 

 

 

 

 

（実施継続） 

 

 

95％ 

 

 

 年 12 回以上 

 

 1000 セット

以上 

 年 1回以上 
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・民生委員・児童委員の定数充足率 

  ・民生委員・児童委員の活動内容の認知度 

 □高齢者クラブの活動の支援 

  ・単位クラブ数 

（２）社会福祉法人の地域公益活動の推進 

□社会福祉法人の地域公益活動の推進 

 ・市内社会福祉法人地域公益活動実施団体数 

（３）寄附や募金の取組・活用 

 □寄附・募金活動の推進 

・募金活動（赤い羽根、歳末助け合い）に参

加した人数 

 90％ 

 57.2％ 

 

 44 クラブ 

 

 

 年 5団体 

 

 

 延べ 188 人 

 100％ 

 60％ 

 

44 クラブ以上 

 

 

 年 5団体以上 

 

 

 延べ 700 人 

基本目標４ 

～住民参加をさらに促進し、充実します～ 

（１）地域の交流の場づくり 

□地域活動拠点の利用促進 

（・公共施設の地域福祉活動への利用促進） 

□地域における交流機会の充実 

 ・まちづくり活動に参加したことがある割合 

 □障害理解促進に係るイベントの開催 

  ・障害者理解促進講座開催数 

  ・障害者作品展の観覧者数 

  ・差別解消啓発物配布数 

□地域子ども・子育て支援 

  ・地域子育て支援拠点利用者数（20 か所） 

（２）情報の発信・啓発 

 □活動拠点や交流機会に係る情報発信の強化 

（・市広報誌、HP等による地域活動の情報発

信） 

（３）地域福祉活動を支える人材づくり 

□担い手養成研修の開催 

・担い手養成研修の開催数 

□シルバー人材センターへの支援 

 ・シルバー人材センター年間就業率 

 

□介護人材確保対策 

  ・介護職員初任者研修修了者数 

 □福祉に関する学習機会の提供 

  ・市内小中学校の福祉体験実施回数 

 

 

 

 

（実施） 

 

46％ 

 

年 1 回 

481 人 

1500 部 

 

延べ 14725 人/年 

 

 

（実施） 

 

 

 

（未実施） 

 

 81.8％ 

 

 

 21 人 

 

 ●回 

 

 

 

 

（実施継続） 

 

50％ 

 

年 1 回以上 

630 人 

1500 部以上 

 

延べ 18250 人/年 

 

 

（実施強化） 

 

 

 

 年 1回以上 

 

(参考･R5 目標

値)85.0％ 

 

 24 人 

 

 ●回 
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（４）各種ボランティアの参加促進 

□ボランティア活動の推進 

・地域福祉活動ボランティア人数（佐倉市ボ

ランティアセンター登録者数 

  ・介護予防ボランティア登録人数 

 

□認知症サポーターの養成 

  ・認知症サポーター養成講座開催数 

 □ファミリ―サポートセンター事業 

  ・ファミリーサポートセンター事業利用者数 

 

 □子ども食堂（地域食堂）の取組推進 

  ・子ども食堂開設数 

 

 

2835 人 

 

185 人 

 

 

年 30 回 

 

延べ 5400 人 

 

 

17 か所 

 

 

3000 人 

 

(参考･R5 計画

値)220 人 

 

 年 40 回 

 

(参考･R6 推計

値)延べ 6300 人 

 

 23 か所 

基本目標 5 

～地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提

供される体制を整備します～ 

（１）地域で気づき、受け止め、解決を試みる体

制づくり 

 □身近な地域での「気づき」の促進 

 （・地域での集い等の機会を捉えて周知啓発） 

  ・支え合いや助け合いができるような、住民

同士の交流意識 

 □地域で相談を受け止める体制づくり 

  ・支えあいサービスの活動か所数 

 □高齢者見守り協力事業者ネットワーク事業 

  ・見守り活動協力事業者協定数 

 □2市１町 SOS ネットワークによる行方不明者

の早期発見促進 

  ・防災無線等による呼びかけによる行方不明

者判明率 

  ・SOS ステッカー事前登録者数（交付数） 

（３）各分野の相談機関協働によるネットワーク

の整備と連携 

 □各分野の相談機関ネットワークの推進 

 （・解決困難事例の相談支援機関のつなぎによ

る情報共有） 

 □地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組

み 

 

 

 

 

 

 

（実施） 

 

 ●％ 

 

 11 か所 

 

 86 事業者 

 

 

 91％ 

 

 313 人 

 

 

 

（実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施継続） 

 

60％ 

 

 11 か所継続 

 

 90 事業者 

 

 

 97％ 

 

 400 人 

 

 

 

（実施強化） 
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  ・介護予防ケアマネジメント延べ利用者数 

 □高齢者の相談支援 

  ・「地域包括支援センター」の認知度 

  ・地域包括支援センター相談件数 

 □障害者の相談支援 

  ・障害者相談支援事業所相談件数 

 □妊産婦・子育て世帯・子どもへの相談支援 

  ・子育て相談件数 

  ・乳児家庭全戸訪問実施率 

 □ゲートキーパーの養成 

  ・ゲートキーパー養成研修開催数 

 □生活困窮者自立相談支援（★重点施策） 

  ・生活困窮者自立支援新規相談件数 

  ・自立支援プラン決定件数 

（４）生活困窮世帯等への支援 

□生活困窮者自立支援金支給（★重点施策） 

  ・住居確保給付金新規支給決定件数 

（・生活一時資金等の周知） 

□多重債務者への助言機関紹介周知 

・債務整理専門機関紹介周知啓発（チラシ配

布・HP 掲載等） 

 □市税及び国民健康保険税の納税相談 

  ・市税・国保税の納税相談件数 

 

 

 

 □就学援助制度の推進 

  ・市内小中学校就学援助認定数 

 

 □就労困難者就労支援 

  ・生活保護自立助長世帯数 

  ・チャレンジドオフィスで任用した障害者数 

 □ひとり親家庭等医療費支援 

  ・ひとり親世帯医療費助成世帯数 

 □市営住宅の管理運営 

  ・市営住宅入居率 

 □生活困窮世帯における子どもの学習支援 

  ・学習支援協力団体数 

 8538 人 

 

 67.4％ 

 5990 件 

 

 ●件 

 

 1913 件 

 100％ 

 

 年 1回 

 

 年 532 件 

 年 168 件 

 

 

 10 件 

（実施） 

 

（未実施） 

 

 

 電話相談 

 1452 件 

 窓口相談 

 1253 件 

 

 小学校 578 人 

 中学校 385 人 

 

 23 世帯 

 4 人 

 

 950 世帯 

 

 93.6％ 

 

 6 団体 

 7680 人 

 

 70.0％ 

 6500 件 

 

 ●件 

 

（支援継続） 

 100％ 

 

 年 1回以上 

 

年 682 件 

 年 180 件 

 

 

 10 件 

（実施継続） 

 

年 1 回以上 

 

 

（相談継続） 

 

 

 

 

（援助継続） 

 

 

 30 世帯 

 4 人以上 

 

（支援継続） 

 

 95.9％ 

 

 6 団体以上 
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 □ヤングケアラーについての相談窓口の充実と

支援人材の育成 

（・各所管課間の情報共有と研修の実施） 

・ヤングケアラーの認知度 

（５）高齢者や障害者が暮らしやすい住環境の整

備等 

 □高齢者等の住まいに関する情報提供 

 （・高齢者向けの住宅諸制度の周知） 

 □安心して利用できる交通基盤の整備 

  ・視覚障害者用誘導ブロックの整備延長 

 □移動困難者に対する支援 

（・移動支援サービスの啓発） 

・重度心身障害者タクシー利用助成者数 

 □公共交通の整備 

  ・コミュニティバス運賃割引パス発行数（後

期高齢者） 

 □公共施設等の整備におけるユニバーサルデザ

イン化の推進 

  ・公共施設整備時のユニバーサルデザインに

よる施設づくり要請 

 □学校通学路安全確保 

  ・通学路の巡回警備回数 

（６）災害時に助け合える体制づくり 

 □相談支援機関や事業所との連携 

 （・相談支援機関との情報共有等連携） 

 □個別避難計画の作成推進 

  ・個別避難計画の作成率向上 

 □※避難行動要支援者名簿の周知、活用 

  ・避難行動要支援者名簿登載同意者率 

 □避難所での福祉的な配慮 

 （・避難所での福祉的配慮周知・啓発） 

 □福祉避難所の整備 

  ・指定福祉避難所の整備率 

 □災害ボランティアセンターの体制強化 

 （・平時における災害ボランティアセンターの

立ち上げを想定した社協との情報共有） 

 □災害時の緊急支援 

・災害時の市営住宅一時使用許可 

 

 

 

（一部実施） 

 80％ 

 

 

 

（実施） 

 

 約 9㎞ 

 

（実施） 

 1676 人 

 

 257 件 

 

 

 

（実施） 

 

 

 年間 199 回 

 

 

（未実施） 

 

 0％ 

 

 71％ 

 

（実施） 

 

 0％ 

 

 

（実施） 

 

 

 

 

（実施強化） 

 85％ 

 

 

 

（実施継続） 

 

（整備か所選定） 

 

（啓発継続） 

（実施継続） 

 

（実施継続） 

 

 

 

（要請継続） 

 

 

 年間 200 回 

 

 

（実施） 

 

 50％ 

 

 75％ 

 

（実施継続） 

 

 50％ 

 

 

（実施継続） 
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・災害時子ども食堂での食料品配布要請 

□健康危機対策 

  ・各保健センターにおける必要な物資の備蓄 

重点施策 

～訪問支援（アウトリーチ）型の相談支援体制を

推進します～ 

 □生活困窮者自立相談支援（再掲） 

・生活困窮者支援プラン決定件数 

・生活困窮者自立支援相談者のうち就労に至

った人の定着率 

 □自ら相談機関に出向くことが困難な場合等に

対応する相談支援体制の整備 

・「（仮称）生活困窮者相談員」訪問件数 

・「（仮称）生活困窮者相談員」繋ぎ件数 

 

（実施） 

（未実施） 

 

（実施） 

 

 

 

168 件 

測定未実施 

 

 

 

 0 件 

0 件 

（実施継続） 

（実施） 

 

（備蓄継続） 

 

 

 

180 件 

測定実施 

 

 

 

 4900 件 

 630 件 
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    ・住民同士の支え合い 

    ・相談等の環境整備 

    ・相談支援の状況 

    ・民生委員・児童委員の認知度 

    ・地域福祉活動の拠点の認知度 

    ・成年後見制度の認知度 

    ・成年後見制度の手続きの認知度 

    ・成年後見支援センターの認知度 

    ・まちづくり活動への参加 

    ・まちづくり事業の周知 

資料４ 策定経過 
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資料６ 佐倉市地域福祉計画推進委員会設置要綱 

資料７ 佐倉市地域福祉計画推進委員会委員名簿 
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資料 1  SDGS 
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資料 2  相談機関・施設一覧 

 

●地域福祉センター 

地域福祉センターは、地域住民による福祉活動の推進を目的とした施設であ

り、地域福祉団体やボランティアなどが、より地域に密着した活動を行うため

の拠点となっています。また、地域高齢者の談話、娯楽、教養の向上等のため

の施設であり、市内に２カ所設置されております。 

 

施設名 外観 位置 施設概要 連絡先 

西部地域福祉 

センター 

 

中志津二丁目 

32 番４号 

（西部保健福祉センター 
２階部分） 

事務室、ボランティアセン
ター、厨房、録音室、相談
室、和室、売店、浴室、娯

楽室、会議室、研修室 

043-463-4167 

南部地域福祉 

センター 

 

大篠塚 

1587 番地 

【Ａ棟】 
１階：事務室、舞台付大広

間、控室、作業室、浴室 
２階：健康談話室、会議
室、娯楽室 

【Ｂ棟】 
（南部地域福祉センター 

１階部分） 

事務室、ボランティアセン
ター、相談室、和室、厨
房、研修室 

043-486-5151 

 

●分野別相談機関 

地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、子育て世代包括支援センタ

ー、家庭児童相談室や生活困窮者自立相談支援窓口など、各分野の相談支援体

制があります。包括的な支援体制の検討を踏まえながら、相談支援体制の確

保・周知・連携に取り組んでいきます。 

      

名

称 

地域包括支援セ

ンター 

障害者相談

支援事業所 

子育て世代包

括支援センタ

ー 

くらしサポー
トセンター佐

倉 
（生活困窮者自

立相談支援窓

口） 

地域福祉コー

ディネーター 

対
象 

高齢者とその家族

など 

※ただし、どん

な相談でも一

度話を聞き、

他の機関につ

なぐ取組をし

ている。 

障害者本人や

障害児の保護

者、障害者の

介護を行って

いる人など 

子育て世代とそ

の家族など 

佐倉市にお住ま

いの方で、働き

たくても働けな

い、住む所がな

い、など、主に

経済的な理由に

より生活にお困

りの方（※生活

保護世帯を除

く） 

属性を問わな

い、地域住民 
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地
域 

市内５カ所 

※日常生活圏域ご

とに設置 

・志津北部 

・志津南部 

・臼井・千代田 

・佐倉 

・南部 

※南部は、同じ事

務所で右記のア

シストが相談業

務を行ってお

り、家庭内の高

齢者と障害者の

問題について対

応することが可

能となってい

る。 

市内４カ所 

※住所（大篠

塚・青菅・

上志津・王

子台１丁

目） 

 

・アシスト

（基幹型） 

・レインボー

（基幹型） 

・きらり 

・こもれびさ

くら 

市内５カ所 

・佐倉市役所こ

ども保育課 

・健康管理セン

ター（佐倉・

臼井・千代田

地区担当） 

・西部保健セン

ター 

（志津地区） 

・南部保健セン

ター（根郷・

和田・弥富地

区担当） 

・志津北部地域

子育て世代包

括支援センタ

ー 

市内１カ所 

 ※佐倉市役所 

 ※出張相談を

行うことあり 

 

※地域福祉コー

ディネーター

の運営主体で

ある、市社協

が共同事業体

に入っている

ことから、連

携ができる

か？ 

令和３年度、志

津圏域をモデル

圏域として実

施。 

最終的には、市

内５圏域への配

置を考えてい

る。 

・地域の居場所 

・ご近所   

・自治会町内会 

・サロン 

・支えあいサー

ビス 

・見守り 

 などの地域 

運
営 

委 託 委 託 直 営 委 託 
佐倉市社会福
祉協議会 

概
要 

・保健師・社会福

祉士・主任介護

支援専門員が中

心になり、高齢

者の介護予防ケ

アマネジメント

を行うほか、高

齢者が虐待への

対応、権利や財

産を守る成年後

見制度の利用支

援を行っていま

す。 

 

・介護予防ケアマ

ネジメント 

・権利擁護、高齢

者虐待の防止 

・総合相談支援 

・包括的・継続的

ケアマネジメン

ト支援 

・日常生活や

社会生活を

営むにあた

っての相談

を受け必要

な情報等の

提供や援助

を行いま

す。 

※障がい児・

者福祉サー

ビスガイド

ブックのア

シストのペ

ージから。 

 ・居宅生活

支援、社

会資源の

活用支

援、社会

生活力を

高めるた

めの支援

の提供 

 ・専門機関

等の紹介 

 ・障害者ケ

アマネジ

メントの

実施 

・妊娠届出の提出

をもとに、母子

健康手帳を交付

します。 

・妊婦さんへの面

接とアンケート

結果から、妊婦

さんの状況に応

じたマタニティ

ライフプランを

作成し、提供さ

せていただきま

す。 

・妊婦乳児一般健

康診査受診票

（健診の助成

券）を交付しま

す。 

・妊娠、出産、子

育てに関する相

談にお答えしま

す。 

・お子さん、お母

さんの状況、ご

希望に応じた子

育てサービスを

ご案内いたしま

す。 

・生活全般にわ

たるお困りご

との相談窓

口。 

・相談窓口では

相談者それぞ

れの状況に合

わせた支援プ

ランを作成

し、専門の支

援員が相談者

に寄り添いな

がら、他の専

門機関と連携

して、お困り

ごとの解決向

けた支援を行

います。 

・自立相談支援

事業 

・住宅確保給付

金の支給 

・就労準備支援

事業 

・家計改善支援

事業 

・子どもの学

習・生活支援

事業 

・生きづらさや

制度のはざま

で課題を抱え

る方に支援を

したり、地域

の課題を地域

で解決できる

地域づくりの

ため以下の３

つのことを循

環させて行う

ことで共生社

会の実現を目

指します。 

 

 ①地域支援 

②個別支援 

 ③課題の共有

と参加支援 
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連
携 

・より暮らしやすい

地域になるよう、

地域の民生委員、

町内会、医療機

関、ケアマネジャ

ーなど、さまざま

な関係機関とのネ

ットワークを作

り、高齢者を支援

しています（※地

域ケア会議）。 

※具体的なケースでの他機関との

連携やそれぞれの相談機関ごと

の連携など、連携は行われてい

る（右記の調整会議には、この

表の５つの機関担当者がメンバ

ー）。 

※今後、市町村の努力義務とされ

ている、「包括的な支援体制の

整備」に向けて、各相談機関な

どの連携を進めていく必要があ

る。 

※地域福祉コーディネーターを中

心とした、相談支援や地域づく

りを進めていくことができる

か？ 

・佐倉市自立支

援計画支援調

整会議によ

り、生活困窮

者に対する支

援方針を確認

の上、自立支

援計画案承認

の可否決定並

びに支援の評

価についての

検証を行うと

共に、支援に

必要な社会資

源の充足状況

の把握と開発

に向けた検討

を行っていま

す。 

・地区社協活動

（１４地区） 

・ボランティア

団体等 

・地域団体等 

・相談機関等の

専門機関 

 

※属性を問わな

いという点

で、地域の連

携を推進する

役割を担える

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡生活保護の相談件数等は、ここ数年来横ばいといった状況で、自立に向けた

世帯（生活保護脱却世帯）は、やや減少している状況です。 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

生活保護相談件数等

相談件数 申請件数 開始件数 自立助長世帯数
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資料３  市民意識調査 

 
（１）市民意識調査の結果 

 第４次計画では、「一人ひとりを認め合える地域」、「互いに支え合う地

域」、「ふれあい・交流のある地域」の実現のために、基本施策として、①

情報の発信・啓発、②担い手の確保、③地域の交流活動・福祉活動の推進の

３つを個別計画等とともに進めてきました。 

この３つの地域像の実現に向けては、自らの意思に基づいて地域の課題の

解決に参加する住民が、地域の様々な取組を推進し、また、地域で生活する

人々の違いや個性を受け入れられる意識が広まることが、重要になります。 

  そこで、基本施策①情報の発信・啓発に関する成果指標として、市民意識

調査報告書の中で、地域福祉活動に関する以下の調査を実施しました（市民

意識調査報告書は、ホームページで公開しています）。 

 

○市民意識調査概要（地域福祉） 

調査地域 佐倉市全域 

調査対象 市内在住の１８歳以上の男女 

対象者数 
令和２年度 2,000 名・平成 30 年度 1,400 名・令和元年度

2,000 名 

抽出方法 
住民基本台帳における地区別・年齢層別の人口比率に基づ

き、男女別に無作為抽出 

調査方法 郵送配布・回収 

調査期間 

令和２年７月 28 日～令和２年８月 24 日（令和２年度） 

令和３年７月５日～令和３年８月２日（令和３年度） 

令和４年８月１日～令和４年８月 31 日（令和４年度） 

 

 配布数 有効回収数 有効回収率 

令和２年度 ２，０００ ７１８ ３５．９％ 

令和３年度 １，４００ ４３８ ３１．３％ 

令和４年度 １，４００ ４２３ ３０．２％ 
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（1）地域福祉に関する設問  

 

（❶住民同士の支え合い） 

「災害時等に、支え合いや助け合いができるような、住民同士の交流やふ

れあい（日頃のあいさつを含む）が日頃できていると思いますか。」【１

つ選択】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 新型コロナの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令された令和 2年度、3年

度については、自粛により近隣住民同士の交流機会が減少した影響で、支え

合いの比率が低下したものと推測します。災害時の災害弱者への対応を含

め、孤立する住民を支援する居場づくりへの活動支援等を進める必要があり

ます。 

 

（❷相談等の環境整備） 

「介護、子育て、障害、病気やひきこもりなどについて、困りごとがあっ

た時に、相談できる場、支援を受けることができる環境等が整備されてい

ると思いますか。」 

【１つ選択】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 既存の相談支援体制について、一定の評価はあるものの、年を追うごとに

緩やかに比率が低下しています。現在検討中の包括的な支援体制について、

整備を進め、更に市民が相談しやすい環境を整える必要があります。 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

思う
どちらかというと思う

あまり思わない
思わない

無回答

相談支援環境の整備

令和2年度 令和3年度 令和4年度

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

思う

どちらかというと思う

あまり思わない

思わない

無回答

住民同士の支え合い

令和2年度 令和3年度 令和4年度
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（❸相談支援の状況） 

「現在、相談ができる、支援を受けられる状況にありますか。」【１つ選

択】 

  ※主な相談機関例：地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、子育

て世代包括支援センター、くらしサポートセンター佐倉（生活困窮者自

立相談支援窓口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 現状では、相談支援が必要な住民の割合は、低い状況を維持しています。

佐倉市には、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、子育て世代包

括支援センター、生活困窮者自立支援窓口など、すでに分野ごとの相談機関

があります。これらの相談機関の情報発信を充実させるとともに、各相談機

関の連携を踏まえつつ、必要な個人情報を共有するための課題（個人情報保

護法制等）を含め、包括的な支援体制の在り方を検討していく必要がありま

す。 

 

（❹民生委員・児童委員の認知度） 

「民生委員・児童委員の役割や活動内容を知っていますか。【１つ選択】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 民生委員・児童委員の周知度は、相談の有無を問わず、比較的高い水準を

安定的に維持しており、住民間において一定程度浸透してきていると考えら

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ある

ない

無回答

相談支援の状況

令和2年度 令和3年度 令和4年度

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

役割・活動内容を知っていて、相談したこ

とがある

役割・活動内容は知っているが、相談した

ことはない

担当がいることも知らないし、名前も知ら

ない

無回答

民生委員・児童委員の役割等の周知度

令和2年度 令和3年度 令和4年度
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れます。今後とも地域福祉における重要性等その存在意義について啓発し、

継続的な周知に努めていくことが重要です。 

 

（❺地域福祉活動の拠点の認知度） 

「市内には、地域福祉活動の拠点として、「包括支援センター（５か所）

設置されていますが、その存在について知っていますか。」【１つ選択】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 自身が利用するまでは、中々周知が進まないのが現状。将来家族が利用す

る可能性も含め、啓発活動を進める必要があります。 

 

 

（2）成年後見制度の利用についての設問  

      令和２年度から令和４年度の市民意識調査では、成年後見制度について

も、以下のとおり調査を実施しています。 

 

（❶成年後見制度の認知度） 

  「成年後見制度について知っていますか。」【1つ選択】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 国が平成 29 年に「成年後見制度利用促進法」を制定し、これに基づき

市では、令和２年３月に「佐倉市成年後見制度利用促進計画（令和２年～

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%

利用した（電話した・行った）ことがある。

利用したことはないが、機能は知っている。

名前だけは知っている

知らなかった

無回答

包括支援センターの認知度

令和2年度 令和3年度 令和4年度

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

知っている

少しは知っている

ほとんど知らない

知らない

無回答

成年後見制度の認知度

令和2年度 令和3年度 令和4年度
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５年）」を策定しました。この中で、同制度の周知啓発が基本方針として

挙げられており、その結果近年、着実に認知度が上がっています。 

 

（❷成年後見制度の手続きの認知度】 

 「成年後見制度を利用するための手続や請求先を知っていますか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 前問同様、少しずつではありますが、着実に認知度は上がっています。 

 

（❸成年後見支援センターの認知度） 

  「市内の成年後見制度に関する相談窓口である成年後見支援センター

（佐倉市社会福祉協議内）を知っていますか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 制度の認知度は上がっていますが、施設の認知度は低い状況が続いてい

ます。制度の啓発とともに、施設の啓発活動も進める必要があります。 

 

  

10.6%

11.6%

10.7%

88.3%

86.1%

87.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

令和2年度

令和3年度

令和4年度

成年後見支援センターの認知度

知っている 知らない 無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

知っている

少しは知っている

ほとんど知らない

知らない

無回答

成年後見制度の手続き等の認知度

令和2年度 令和3年度 令和4年度
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（3）コミュニティについての設問  

 

（❶まちづくり活動への参加） 

「自治会活動やボランティア活動など、まちづくり活動に参加したことがあ

りますか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 勤労年齢の延長や、新型コロナの影響も相まって、まちづくり活動への

参加は、期待通りには進んでいません。一方で「子ども食堂」などの参加は

顕著に伸びています。少子高齢化が進む中で、まちづくり活動の担い手づく

りは急務であり、改めて参加の手法、場づくり等について整理が必要です。 

 

（❷まちづくり事業の周知） 

 「地域の課題解決や活性化を目指し、複数の自治会が協力して取り組む公益

的事業に対し、市は支援を行っています。この「地域まちづくり事業」を知

っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

積極的に参加している

ときどき参加している

参加したことはあるが今はしていない

参加したことはない

無回答

まちづくり活動への参加

令和2年度 令和3年度 令和4年度

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

内容は知っており、活動やイベントに参加

したことがある

参加したことはないが内容は知っている

制度は聞いたことがある

全く知らない

無回答

まちづくり事業の認知

令和2年度 令和3年度 令和4年度
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➡ 平成 18 年制定の「佐倉市市民協働の推進に関する条例」に基づき、現在

10 団体（地域まちづくり事業実施団体）が設立され、それぞれ地域福祉に関す

る地域まちづくり事業を実施していますが、直近５年間、新たな実施団体の設

立はありません。地域福祉に資するコミュニティの規模・あり方について、引

き続き精査していくことが必要です。 
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資料４  策定経過 

 

 

年

度 
会議等 内    容 

令
和
２
年
度 

第１期 

第１回推進委員会 

10 月 20 日（火） 

○会長、副会長選出 

○会議公開、議事録の作成方法について 

○佐倉市地域福祉計画推進委員会について 

○第４次佐倉市地域福祉計画について 

○今後のスケジュール（予定）等について 

○フリートーク 

令
和
３
年
度 

第１期 

第２回推進委員会 

７月 13 日（火） 

○第４次地域福祉計画・第１回（令和２年 10 月）推進

委員会以降の取組について（市民意識調査結果（成

果指標）を含む） 

○地域福祉フォーラムについて（※包括的な支援体制

の整備の検討を含む） 

第１期 

第３回推進委員会  

 ３月 17 日（木） 

 

○地域福祉フォーラムについて 

○包括的な支援体制の整備について 

○第４次地域福祉計画・第１期推進委員会のまとめに

ついて 

○フリートーク 

令
和
４
年
度 

第２期 

第１回推進委員会 

３月 23 日（木） 

○会長、副会長選出 

○会議公開、議事録の作成方法について 

○概要説明 

○佐倉市地域福祉計画推進委員会について 

○第４次佐倉市地域福祉計画の進捗状況について 

○今後のスケジュール（予定）等について 

○フリートーク 

令
和
５
年
度 

第２期 

第２回推進委員会 

５月 23 日（火） 

○第 5次佐倉市地域福祉計画について 

第２期 

第３回推進委員会  

 ７月 25 日（火） 

○第 5次佐倉市地域福祉計画について 

〇概要案説明 

第２期 

第４回推進委員会 

〇第 5次佐倉市地域福祉計画について 

〇計画素案説明 
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 9 月 29 日（金） 

第２期 

第５回推進委員会 

 11 月●日（●） 

〇第 5次佐倉市地域福祉計画について 

〇計画案説明 
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資料５  計画の関連法令 

 

「社会福祉法（昭和 26年法律第 45 号）＜抄＞」 

 ※地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

（平成 29 年法律第 52 号）による改正後 

 

（地域福祉の推進） 

 第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に

関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、

福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常

生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会

が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

 ２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とす

る地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若し

くは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽

減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関

する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その

他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野

の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課

題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機

関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよ

う特に留意するものとする。 

 

（福祉サービスの提供の原則） 

 第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福

祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係

る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスそ

の他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつ

つ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めな

ければならない。 

 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

 第６条 （略） 
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 ２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係

機関との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉

推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務） 

 第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げ

る事業を行うもの（市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含

む。）は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うこ

とが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地

域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援

関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要がある

と認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題を解決に資する

支援を求めるよう努めなければならない。 

  一 児童福祉法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業又は

同法第 10 条の２に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事

業 

  二 母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 22 条第１項に規定する母子

健康包括支援センターを経営する事業 

  三 介護保険法第 115 条の 45 第２項第１号に掲げる事業 

  四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 77

条第１項第３号に掲げる事業 

  五 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 59 条第１号に掲

げる事業 

 

（包括的な支援体制の整備） 

 第１０６条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通

じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の

協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供さ

れる体制を整備するよう努めるものとする。 

  一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対す

る支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域

住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するた

めに必要な環境の整備に関する事業 

  二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に

応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関

に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する事業 

  三 生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する生活困窮者自立支援相

談事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するため
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に、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画

的に行う体制の整備に関する事業 

 ２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な

実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

（市町村地域福祉計画） 

 第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項

を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定す

るよう努めるものとする。 

  一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉

に関し、共通して取り組むべき事項 

  二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

  三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

  四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

  五 前条第１項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる

事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするとき

は、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、そ

の内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調

査、分析及び評価を行うように努めるとともに、必要があると認めるとき

は、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

 

（都道府県地域福祉支援計画） 

 第１０８条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市

町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項と

して次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「都道府県地域福祉支援

計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

  一 地域福祉における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の

福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

  二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

  三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関す

る事項 

  四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の発

達のための基盤整備に関する事項 

  五 市町村による第 106 条の３第１項各号に掲げる事業の実施の支援に関

する事項 
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 ２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させ

るよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

 ３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画につい

て、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認める

ときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。 
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資料６  佐倉市地域福祉計画推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 佐倉市地域福祉計画を推進するため、佐倉市地域福祉計画推進委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）佐倉市地域福祉計画の進捗管理及び評価 

（２）地域及び行政の現状の把握 

（３）佐倉市地域福祉計画に関する各種検討 

（４）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５５条の２第６項の規定によ

る、地域公益事業の内容及び事業区域における需要についての提言 

（５）次期の佐倉市地域福祉計画の策定に関する提言 

（６）その他佐倉市地域福祉計画の推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員は、再任することができ

る。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者、関係職員等の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第７条 委員会の会議は、公開とする。ただし、特定の個人又は法人の情報に

関して公開しないことが適当と認める場合は、公開しないものとする。 

（専門部会） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置き、調査、研究

等をさせることができる。 

（謝礼金） 
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第９条 委員会又は前条の専門部会の会議に出席した委員に対しては、その出

席の都度、予算の定めるところにより謝礼金を支払う。 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において行う。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則（平成２１年３月２３日決裁２０佐社第７４８号） 

この要綱は、平成２１年３月２３日から施行する。 

附 則（平成２１年８月１２日決裁２１佐社第３０９号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２４年１月３１日決裁２３佐社第８３６号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２６年２月１８日決裁２５佐社第９３３号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２２日決裁２８佐社第２３５８号） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表 

学識経験者                  １人以内 

社会福祉事業者                １人以内 

佐倉市社会福祉協議会             １人以内 

ボランティア団体               １人以内 

民生委員・児童委員協議会           １人以内 

地域団体                   １人以内 

公募による市民                ３人以内 
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資料７  佐倉市地域福祉計画推進委員会委員名簿 

 

第１期推進委員会 任期：令和２年４月１日～令和４年３月 31 日 

№ 選 出 区 分 氏 名 備 考  

１ 学識経験者 川根 紀夫 順天堂大学非常勤講師 

２ 社会福祉事業者 ○内川 浩明 (社)富裕会ゆたか苑施設長 

３ 佐倉市社会福祉協議会 深沢 孝志 (社)佐倉市社会福祉協議会事務局長 

４ ボランティア団体 住吉 アキ子 佐倉市ボランティア連絡協議会副会長 

５ 民生委員・児童委員協議会 ◎小林 眞智子 佐倉市民生委員・児童委員協議会会長 

６ 地域団体 宇田川 光三 大名宿町会会長 

７ 公募による市民 石原 茂樹  

８ 公募による市民 西廣 直子  

９ 公募による市民 郷 有紀  

 

第２期推進委員会 任期：令和４年５月１日～令和６年３月 31 日 

          （近藤委員のみ令和４年５月 16 日～令和６年３月 31

日） 

№ 選 出 区 分 氏 名 備 考  

１ 学識経験者 川根 紀夫 順天堂大学非常勤講師 

２ 社会福祉事業者 ○近藤 美貴 (社)愛光ワークショップかぶらぎ管理

者 

３ 佐倉市社会福祉協議会 深沢 孝志 (社)佐倉市社会福祉協議会事務局長 

４ ボランティア団体 住吉 アキ子 佐倉市ボランティア連絡協議会会長 

５ 民生委員・児童委員協議会 ◎小林 眞智子 佐倉市民生委員・児童委員協議会会長 

６ 地域団体 宇田川 光三 大名宿町会会長 

７ 公募による市民 石原 茂樹  

８ 公募による市民 中田 加苗  

９ 公募による市民 黒田 聡  

 

◎会長 ○副会長 


